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後藤 優心 
ご  とう  ゆ う  し ん  

（米野） 
くん 

平成31年2月2日生 
松山竜吾・百恵さんの子 

松山 日咲 
まつ  や ま に  こ  

（円城寺） 
ちゃん 

平成31年2月9日生 
松淵康友・理奈さんの子 

松淵 奏太郎 
まつ  ぶ ち  そ う  た  ろう  

（西金池町） 
くん 

にこにこ笑顔が可愛い螢 
笑顔の溢れる優しい子になってね
螢螢 

笑顔の素敵なにこちゃん螢 
これからもニコニコ笑顔で周りを 
明るくしてね！ 

いつも笑顔のそうちゃん！ 
これからも元気いっぱい育ってね。 

平成31年2月20日生 
橋清孝・香奈江さんの子 

橋 香穂里 
た か  は し  か  ほ  りか  

（北及） 
ちゃん 

平成31年2月28日生 
島寛司・利菜さんの子 

島 凰世 
た か  しま おう  せ  

（北及） 
くん 

にこにこ笑顔の香穂里ちゃん。 
お兄ちゃんと仲良く元気に育ってね。 

いつもにこにこ笑顔螢 
元気いっぱい優しい男の子に育っ
てね！ 

平成31年2月3日生 
後藤辰平・美憂さんの子 

今月の1枚 

応募期限　2月28日（金） 
応募方法 
企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 
E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・
住所・コメント（40字程度）・電話番号を記載し、写真を添付し
たメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください 

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

　阪神淡路大震災の発生から25年となった1月17日、
笠松中学校の3年生による防災教室が笠松中学校で
行われました。 
　この教室は、広島復興研修において、原爆の被害を
受けながらも人々の生命と財産を守るために力を尽く
した方々の思いを知った生徒らが、「防災」という切り
口で地域の安心・安全に貢献したいと企画したものです。 
　教室では、地域住民や下級生に向けて、災害への
備えや心構えについて実演などを交えながら楽しく解
説しました。 
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特集　ハタチの門出 
税の申告はお早めに 
第4回定例議会議決結果 
Information Box　町からのお知らせ 
令和2年度健康診査申込調査票（　　　　） 

　天候が心配された「新成人の集い」でしたが、当

日は晴れ間も見られ、新成人の皆さんの晴れ着も笑

顔も輝く1日に。皆さんの素敵な立ち姿に、撮影して

いるこちらも背筋がピンと伸びる気がしました。 

表紙　COVER STORY目次　CONTENTS

本誌から抜いて 
ご利用下さい 

「こんにちはコーナー」 
赤ちゃん（平成31年4月生まれ）募集 

令和2年2月号 
第1113号 26



未来へはばたく君たちへ 

ハタチの門出 

　ご成人おめでとうございます。軆大人躱になった実感はいかがですか?
　これから先、あなた方を待ち受けているのは、楽しいことやうれしいことば
かりではありません。むしろ、辛いこと、悲しいことの方が多いかもしれません。 
　でも困難に直面したときこそ、顔を上げて、前を向いてください。ほんの少
し気持ちを変えるだけで見える景色も違ってきます。人生は心ひとつ置きど
ころ。さぁ、勇気をもって踏み出しましょう。がんばれ!! 

笠松町長　古田 聖人 

　晴れ着に身を包み、溢れる笑顔で笠松中央公民館に集まった新成人たち。 
　開式前には、旧友たちとの久々の再会を喜び合い、記念写真を撮り合う姿があちこちで見られまし
た。式典では、懐かしい思い出を切り取ったスライドショーで中学時代を振り返り、サプライズ登場した
恩師からはお祝いの言葉も贈られました。式典後に行われたティーパーティーでは、恩師や友人と旧
交を温め合いました。 
　ふるさとでのつながりを大切に、これからもそれぞれのフィールドで活躍されることを願っています！ 

　1月12日、笠松中央公民館で新成人の
集いが行われました。今年は278人が成
人を迎え、集いには208人が出席しました。 

　新成人、ご家族の皆様、ご成人を心よりお祝い申し上げます。 
　すでに社会人として社会に貢献している方、学生として自分を高め続け
ている方など、皆さんが全国各地、それぞれの道で活躍されていることを知
り、大変嬉しく思います。 
　いつも自分を支えてくれる仲間やご家族への感謝の気持ちを忘れずに、
これからも力強く歩み続けて下さい。 

恩師代表　不和 憲太郎 
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未来へはばたく君たちへ 

ハタチの門出 

　ご成人おめでとうございます。軆大人躱になった実感はいかがですか?
　これから先、あなた方を待ち受けているのは、楽しいことやうれしいことば
かりではありません。むしろ、辛いこと、悲しいことの方が多いかもしれません。 
　でも困難に直面したときこそ、顔を上げて、前を向いてください。ほんの少
し気持ちを変えるだけで見える景色も違ってきます。人生は心ひとつ置きど
ころ。さぁ、勇気をもって踏み出しましょう。がんばれ!! 

笠松町長　古田 聖人 

　晴れ着に身を包み、溢れる笑顔で笠松中央公民館に集まった新成人たち。 
　開式前には、旧友たちとの久々の再会を喜び合い、記念写真を撮り合う姿があちこちで見られまし
た。式典では、懐かしい思い出を切り取ったスライドショーで中学時代を振り返り、サプライズ登場した
恩師からはお祝いの言葉も贈られました。式典後に行われたティーパーティーでは、恩師や友人と旧
交を温め合いました。 
　ふるさとでのつながりを大切に、これからもそれぞれのフィールドで活躍されることを願っています！ 

　1月12日、笠松中央公民館で新成人の
集いが行われました。今年は278人が成
人を迎え、集いには208人が出席しました。 

　新成人、ご家族の皆様、ご成人を心よりお祝い申し上げます。 
　すでに社会人として社会に貢献している方、学生として自分を高め続け
ている方など、皆さんが全国各地、それぞれの道で活躍されていることを知
り、大変嬉しく思います。 
　いつも自分を支えてくれる仲間やご家族への感謝の気持ちを忘れずに、
これからも力強く歩み続けて下さい。 

恩師代表　不和 憲太郎 
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確定申告・町県民税の申告が始まります 

税の申告はお早めに 

税の申告はお早めに 

2/17（月） 

 ～3/16（月） 

　「所得税及び復興特別所得税の確定申告」と「納税」は、2月17日（月）から3月16日（月）まで
です。ただし、税の還付を受ける申告書は、2月16日以前でも直接税務署へ提出することができます。 

　申告書作成には、便利な国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちの方はICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォン
を利用して電子申告（e-Tax）で送信することができます。 
　また、税務署で発行されるID・パスワードで送信することもできます。 
※ID・パスワードの発行を希望される方は、申告されるご本人が運転免許証などの本人確認書類を

お持ちの上、お近くの税務署（平日、午前8時30分～午後5時）にお越しください。 
　どの会場も大変混み合いますので、ぜひe-Taxをご利用ください。 

【電話相談センターの利用案内】 
　岐阜南税務署（蕁271‐7111）に電話し、自動音声案内より該当番号を選択してください。 
　（受付時間：午前8時30分～午後5時、土日祝日を除く） 

【面接による相談の利用案内（要事前予約）】 
　事前予約の申込みは税務署窓口または電話で行ってください。 
　岐阜南税務署（蕁271‐7111）に電話し、自動音声案内より「2」を選択してください。「相談の予約
をしたい」旨をお伝えください。 
　（受付・相談時間：午前8時30分～午後5時、土日祝日を除く） 

■申告はインターネットが便利です！ 

○次の確定申告は町の会場では受付できません。 
譲渡所得（土地建物、株式、配当、先物取引など）／配当所得／一時所得／青色申告／雑損控
除／住宅ローン控除（適用の初年度のみ）／死亡した方の準確定申告/平成30年分以前の申告 

○次の申告をされる方はご自身で書類作成をお願いします。 
・事業所得、不動産所得、農業所得を申告される方の収支内訳書 
・医療費控除及び医療費控除の特例の申告をされる方の支払った金額の合計や、健康保険の

高額療養費や生命保険の保険金などで補填される金額の明細書 
○町県民税の申告は、確定申告書を提出された方や、所得が給与のみで勤務先から町へ年末調整

済みの給与支払報告書の提出がある方は提出する必要がありません。 
○所得税の確定申告において、上場株式などの配当や譲渡所得を申告される方で町県民税の申告

不要制度を選択する場合は、町県民税の申告が必要です。 

■申告される方へ 

■岐阜南税務署の確定申告会場 

所得税及び復興特別所得税の確定申告 

　確定申告や町県民税の申告は、町県民税の課税資料となるほか、国民健康保険税や介護保険
料の算定、所得証明など税務証明の基礎資料となります。 
　午前8時30分から整理券を配布しますが、混雑の状況により受付を早めに終了する場合があります。 

町県民税（住民税）の申告 

会場 開設期間 開設時間 

マーサ21 
4階マーサホール 

（岐阜市正木中1丁目2番1号） 

各務原市 
産業文化センター 

あすかホール 
（各務原那加桜町2丁目186番地） 

2月17日（月） 
～3月16日（月） 

※土日祝日は開設していませんが、2月24日（月）、 
　3月1日（日）の2日間に限り開設します。 

2月17日（月） 
～28日（金） 

※土日祝日は除く 

午前9時～午後5時 
（受付時間：午後4時まで） 

午前9時30分～午後3時 
※開設時間内であっても受付人

数が350人に達した場合は
終了します。 

その他 

会場の混雑状況により、受付を早
めに終了する場合があります。 
開設期間中、岐阜南税務署では作
成済みの申告書の提出はできます
が、確定申告相談会場は設けませ
んので、電話相談センターや税理
士による無料税務相談などをご利
用ください。 

■税理士による無料税務相談 

会場 開設期間 開設時間 

各務原市産業文化センター 
あすかホール 

（各務原那加桜町2丁目186番地） 

岐阜南税務署（蕁271‐7111） 

岐阜産業会館5階 
（岐阜市六条南2丁目11番1号） 

名古屋税理士会岐阜南支部 
（蕁274‐0658） 

笠松町商工会 
（笠松町春日町15番地の1） 

（蕁388‐2566） 

2月17日（月） 
～28日（金） 

※土日祝日は除く 

2月17日（月） 
～3月9日（月） 

の毎週月・水・金曜日 
※祝日は除く 

2月8日（土） 

2月26日（水）、 
3月2日（月） 

～13日（金） 
※土・日曜日は除く 

午前9時30分～午後3時 
※正午～午後1時を除く 

午後1時～4時 

午前10時～午後3時30分 
※正午～午後1時を除く 

午前10時～午後4時 
※正午～午後1時を除く 

その他 

譲渡所得、山林所得、贈
与税の申告相談は行い
ません。 

確定申告に関する相談
はできますが、申告書
の作成、提出はできま
せん。 

次の確定申告は受付で
きません。 
・年金所得 
・譲渡所得（少額の総

合譲渡所得を除く） 
・前年分所得金額（専

従者控除前または青
色 特 別 控 除 前 ）が
400万円を超える方 

※非会員の方は有料
（10,000円）です。 

■町の確定申告・町県民税申告会場 

会場 開設期間 開設時間 

総合会館 

松枝公民館 

役場1階 
住民課ロビー特設会場 

2月17日（月）・18日（火） 

2月19日（水）・20日（木） 

2月21日（金）～3月16日（月） 
※土日祝日は除く 

午前9時～午後4時 
※正午～午後1時を除く 
※18日（火）・20日（木）は 
　午後3時まで 

午前9時～午後4時 
※正午～午後1時を除く 

その他 
総合会館・松枝公民館では、事
業所得・不動産所得・農業所得
に係る租税公課（固定資産税
など）が不明な方は受付でき
ませんのでご注意ください。 

相 談 日 

事前予約 

～2月14（金） 

事前予約受付中 

2月17日（月）～3月16（月） 

予約不可 

3月17日（火）～ 

3月17日（火）より予約受付開始 
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確定申告・町県民税の申告が始まります 

税の申告はお早めに 

税の申告はお早めに 

2/17（月） 

 ～3/16（月） 

　「所得税及び復興特別所得税の確定申告」と「納税」は、2月17日（月）から3月16日（月）まで
です。ただし、税の還付を受ける申告書は、2月16日以前でも直接税務署へ提出することができます。 

　申告書作成には、便利な国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちの方はICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォン
を利用して電子申告（e-Tax）で送信することができます。 
　また、税務署で発行されるID・パスワードで送信することもできます。 
※ID・パスワードの発行を希望される方は、申告されるご本人が運転免許証などの本人確認書類を

お持ちの上、お近くの税務署（平日、午前8時30分～午後5時）にお越しください。 
　どの会場も大変混み合いますので、ぜひe-Taxをご利用ください。 

【電話相談センターの利用案内】 
　岐阜南税務署（蕁271‐7111）に電話し、自動音声案内より該当番号を選択してください。 
　（受付時間：午前8時30分～午後5時、土日祝日を除く） 

【面接による相談の利用案内（要事前予約）】 
　事前予約の申込みは税務署窓口または電話で行ってください。 
　岐阜南税務署（蕁271‐7111）に電話し、自動音声案内より「2」を選択してください。「相談の予約
をしたい」旨をお伝えください。 
　（受付・相談時間：午前8時30分～午後5時、土日祝日を除く） 

■申告はインターネットが便利です！ 

○次の確定申告は町の会場では受付できません。 
譲渡所得（土地建物、株式、配当、先物取引など）／配当所得／一時所得／青色申告／雑損控
除／住宅ローン控除（適用の初年度のみ）／死亡した方の準確定申告/平成30年分以前の申告 

○次の申告をされる方はご自身で書類作成をお願いします。 
・事業所得、不動産所得、農業所得を申告される方の収支内訳書 
・医療費控除及び医療費控除の特例の申告をされる方の支払った金額の合計や、健康保険の

高額療養費や生命保険の保険金などで補填される金額の明細書 
○町県民税の申告は、確定申告書を提出された方や、所得が給与のみで勤務先から町へ年末調整

済みの給与支払報告書の提出がある方は提出する必要がありません。 
○所得税の確定申告において、上場株式などの配当や譲渡所得を申告される方で町県民税の申告

不要制度を選択する場合は、町県民税の申告が必要です。 

■申告される方へ 

■岐阜南税務署の確定申告会場 

所得税及び復興特別所得税の確定申告 

　確定申告や町県民税の申告は、町県民税の課税資料となるほか、国民健康保険税や介護保険
料の算定、所得証明など税務証明の基礎資料となります。 
　午前8時30分から整理券を配布しますが、混雑の状況により受付を早めに終了する場合があります。 

町県民税（住民税）の申告 

会場 開設期間 開設時間 

マーサ21 
4階マーサホール 

（岐阜市正木中1丁目2番1号） 

各務原市 
産業文化センター 

あすかホール 
（各務原那加桜町2丁目186番地） 

2月17日（月） 
～3月16日（月） 

※土日祝日は開設していませんが、2月24日（月）、 
　3月1日（日）の2日間に限り開設します。 

2月17日（月） 
～28日（金） 

※土日祝日は除く 

午前9時～午後5時 
（受付時間：午後4時まで） 

午前9時30分～午後3時 
※開設時間内であっても受付人

数が350人に達した場合は
終了します。 

その他 

会場の混雑状況により、受付を早
めに終了する場合があります。 
開設期間中、岐阜南税務署では作
成済みの申告書の提出はできます
が、確定申告相談会場は設けませ
んので、電話相談センターや税理
士による無料税務相談などをご利
用ください。 

■税理士による無料税務相談 

会場 開設期間 開設時間 

各務原市産業文化センター 
あすかホール 

（各務原那加桜町2丁目186番地） 

岐阜南税務署（蕁271‐7111） 

岐阜産業会館5階 
（岐阜市六条南2丁目11番1号） 

名古屋税理士会岐阜南支部 
（蕁274‐0658） 

笠松町商工会 
（笠松町春日町15番地の1） 

（蕁388‐2566） 

2月17日（月） 
～28日（金） 

※土日祝日は除く 

2月17日（月） 
～3月9日（月） 

の毎週月・水・金曜日 
※祝日は除く 

2月8日（土） 

2月26日（水）、 
3月2日（月） 

～13日（金） 
※土・日曜日は除く 

午前9時30分～午後3時 
※正午～午後1時を除く 

午後1時～4時 

午前10時～午後3時30分 
※正午～午後1時を除く 

午前10時～午後4時 
※正午～午後1時を除く 

その他 

譲渡所得、山林所得、贈
与税の申告相談は行い
ません。 

確定申告に関する相談
はできますが、申告書
の作成、提出はできま
せん。 

次の確定申告は受付で
きません。 
・年金所得 
・譲渡所得（少額の総

合譲渡所得を除く） 
・前年分所得金額（専

従者控除前または青
色 特 別 控 除 前 ）が
400万円を超える方 

※非会員の方は有料
（10,000円）です。 

■町の確定申告・町県民税申告会場 

会場 開設期間 開設時間 

総合会館 

松枝公民館 

役場1階 
住民課ロビー特設会場 

2月17日（月）・18日（火） 

2月19日（水）・20日（木） 

2月21日（金）～3月16日（月） 
※土日祝日は除く 

午前9時～午後4時 
※正午～午後1時を除く 
※18日（火）・20日（木）は 
　午後3時まで 

午前9時～午後4時 
※正午～午後1時を除く 

その他 
総合会館・松枝公民館では、事
業所得・不動産所得・農業所得
に係る租税公課（固定資産税
など）が不明な方は受付でき
ませんのでご注意ください。 

相 談 日 

事前予約 

～2月14（金） 

事前予約受付中 

2月17日（月）～3月16（月） 

予約不可 

3月17日（火）～ 

3月17日（火）より予約受付開始 

令和2年2月号 
第1113号 04 令和2年2月号 

第1113号 05



町の申告会場で確定申告をされる方は、利用者識別番号が必要です 
今回の申告から国税庁が発行した16桁の利用者識別番号が必要となりますので、事前取
得にご協力ください。 

■申告に必要な主な書類など 

申告の準備はお早めに 

主な所得の計算
に必要な書類 

主な控除の計算
に必要な書類 

その他の持ち物 

給与、公的年金等 
事業所得、不動産所得 
農業所得など 

社会保険料控除 

生命保険料控除 
地震保険料控除 

（旧長期損害保険料）控除 

医療費控除 

医療費控除の特例 
（セルフメディケーション
税制） 

障害者控除 

源泉徴収票（原本） 
収支内訳書 
※あらかじめ作成してご提出ください。 
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・
任意継続保険料などの支払額の証明書や領収書 

保険会社発行の保険料控除証明書 

「医療費控除の明細書」または令和元年中（平成31年中）の領収印が
ある医療費の領収書、生命保険などで補てんされた金額が分かる書類。 
※あらかじめ合計額を計算してください。 

「セルフメディケーション税制の明細書」または令和元年中（平成31年
中）の特定一般用医薬品（スイッチOTC医薬品）の購入費、生命保険な
どで補てんされた金額、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取
り組みを行ったことを明らかにする書類。 
※あらかじめ合計額を計算してください。 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 
令和元年12月31日現在65歳以上の方で要介護認定を受け、一定以
上の障がいがあると認められる方は、健康介護課へ申請し発行された
認定証 

・印鑑（朱肉を使うもの） 
・所得税の還付を受ける場合は、申告者名義の金融機関口座番号のわかるもの 
・マイナンバーカードなど申告者の本人確認ができるもの 
・扶養親族がいる方は、その方のマイナンバーのわかるもの 
・国税庁が発行した16桁の利用者識別番号がわかるもの（番号がわかればメモでもかまいません） 

　申告書には申告者本人とその扶養親族のマイナンバー（12桁）の記載が必要です。また、申告書の
提出の際には申告者本人の確認書類（番号確認と身元確認）の提示または写しの添付が必要です。 

■マイナンバー（個人番号）の記載と本人確認書類の提示（写しの添付） 

　ワンストップ特例制度を申請された方で、確定申告や町県民税の申告をされる方、または5か所を超
える地方公共団体にワンストップ特例申請を行った方は、ふるさと納税ワンストップ特例は適用されま
せん。 
　確定申告や町県民税の申告をされる場合は、必ず寄附金控除（ふるさと納税控除）も申告してく
ださい。 

昨年1年間収入がない場合、申告は必要ですか？ 
 
義務はありませんが、所得の確認がとれないため、
所得金額による軽減措置や補助が受けられない
など、様々な手続きに影響が出てきます。 
→8ページの「申告フローチャート」で申告が必要

かどうか確認できます。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をした
のですが、医療費控除も受けようと思います。そ
の場合どうすればよいですか？ 
 
医療費控除を受けるためには、確定申告・町県民
税申告が必要です。 
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方
が、申告した場合、特例は適用できなくなります。
寄附金控除を受けるためには、申告する時にすべ
ての寄附金受領証明書などが必要です。 
→医療費控除は「従来の医療費控除」または「セ

ルフメディケーション税制」のどちらかを選択し、
申請する必要があります。広報かさまつ1月号に
掲載した「適用判定フローチャート」で適用する
控除を判定できます。（広報紙のバックナンバー
は町ホームページでもご覧になれます） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
給与以外にも所得があるのですが、その所得に
対する町県民税を給与天引きではなく、自分で納
付することはできますか？ 
 
給与・公的年金等以外の所得（事業・不動産所
得など）は、申告時に申し出れば普通徴収（自分
で納付）にできます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
確定申告をe‐Tax（電子申告）で送信するには、
どうすればよいですか？ 
 
税務署から発行を受けた利用者識別番号（ID：
16桁の番号）とパスワードをお持ちの方は、国税
庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」
で番号とパスワードを入力することで、e‐Tax（電
子申告）で送信することができます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
町の申告会場では、確定申告をe‐Tax（電子申告）
で送信していますか？ 
 
今回の申告から町の申告会場で受け付けした所
得税の確定申告書を税務署に電子送信すること
になりました。電子送信には利用者識別番号とパ
スワードが必要となります。番号とパスワードは国
税庁のホームページより事前に取得することがで
きます。 
※すでに取得している方は、利用者識別番号が分

かる書類（税務署からの「お知らせはがき」や「お
知らせ通知書」のほか、番号が分かればメモな
どでも構いません）を申告会場にご持参ください。 
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昨年、65歳になり現在年金受給者です。昨年の
年間収入は、年金収入が150万円、給与収入が
100万円です。会社で年末調整をしましたが確
定申告をする必要がありますか？ 
 
公的年金等の収入金額が400万円以下でこの収
入以外の所得金額（※1）が20万円以下の場合、
確定申告不要制度の対象となり、申告義務はあり
ません。公的年金等の収入が150万円、給与収入
が100万円の場合、公的年金等の所得金額が30
万円（※2）、給与の所得金額が35万円（※3）と
なり合計の所得金額が65万円で確定申告をする
必要があります。 
なお、公的年金等の収入が400万円以下でも次の
ような要件に該当すれば確定申告をして税金が
戻ってくる場合があります。 
・公的年金等の源泉徴収票に源泉徴収税額が

ある場合（源泉徴収税額が0円の場合は該当
しません） 

・医療費控除（セルフメディケーション税制）、生
命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除
などの適用を受ける場合 

※1　給与所得（アルバイト・パート）、雑所得（個
人年金・原稿料・FX取引など）、事業・不動
産・農業所得など 

※2　公的年金等の所得＝公的年金等の収入－
120万円（120万円は、65歳以上の公的年
金等の収入に対する控除金額。65歳以下
の場合は控除金額70万円） 

※3　給与所得＝給与収入－65万円（65万円は
給与収入に対する控除金額） 

→9ページの「公的年金等を受給されている場合
の申告フローチャート」で申告が必要かどうか
確認できます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
公的年金等の収入金額が400万円以下で、この
収入以外の所得金額が20万円以下の場合は、確
定申告不要制度の対象となり、申告義務はないと
聞きましたが、町県民税の申告は必要ですか？ 
 
確定申告不要制度の特例は、確定申告だけで町
県民税の申告にはそのような特例はありません。
公的年金等や給与以外の所得があった時点で申
告をしなければなりません。 
→9ページの「公的年金等を受給されている場合

の申告フローチャート」で申告が必要かどうか
確認できます。 
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■ふるさと納税をされた方へ 

○マイナンバーカードをお持ちの方 マイナンバーカードのみ → 

○マイナンバーカードをお持ちでない方 

※扶養親族についても申告書にマイナンバーの記載が必要です。 

番号確認書類　＋　身元確認書類 → 

番号確認書類 
（本人のマイナンバーを確認できる書類） 

・通知カード 
・住民票（マイナンバーの記載があるものに限る）

の写し　　　　　　　などのうちいずれか1つ 

身元確認書類 
（記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類） 

・運転免許証　　・公的医療保険の被保険者証 
・パスポート　　・身体障がい者手帳 

などのうちいずれか1つ 

申告や町県民税に関するQ＆A
税の申告はお早めに 

毎年お問合せの多い 
内容について 
ご説明します 

？ ？ 

令和2年2月号 
第1113号 06 令和2年2月号 
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町の申告会場で確定申告をされる方は、利用者識別番号が必要です 
今回の申告から国税庁が発行した16桁の利用者識別番号が必要となりますので、事前取
得にご協力ください。 

■申告に必要な主な書類など 

申告の準備はお早めに 

主な所得の計算
に必要な書類 

主な控除の計算
に必要な書類 

その他の持ち物 

給与、公的年金等 
事業所得、不動産所得 
農業所得など 

社会保険料控除 

生命保険料控除 
地震保険料控除 

（旧長期損害保険料）控除 

医療費控除 

医療費控除の特例 
（セルフメディケーション
税制） 

障害者控除 

源泉徴収票（原本） 
収支内訳書 
※あらかじめ作成してご提出ください。 
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・
任意継続保険料などの支払額の証明書や領収書 

保険会社発行の保険料控除証明書 

「医療費控除の明細書」または令和元年中（平成31年中）の領収印が
ある医療費の領収書、生命保険などで補てんされた金額が分かる書類。 
※あらかじめ合計額を計算してください。 

「セルフメディケーション税制の明細書」または令和元年中（平成31年
中）の特定一般用医薬品（スイッチOTC医薬品）の購入費、生命保険な
どで補てんされた金額、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取
り組みを行ったことを明らかにする書類。 
※あらかじめ合計額を計算してください。 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 
令和元年12月31日現在65歳以上の方で要介護認定を受け、一定以
上の障がいがあると認められる方は、健康介護課へ申請し発行された
認定証 

・印鑑（朱肉を使うもの） 
・所得税の還付を受ける場合は、申告者名義の金融機関口座番号のわかるもの 
・マイナンバーカードなど申告者の本人確認ができるもの 
・扶養親族がいる方は、その方のマイナンバーのわかるもの 
・国税庁が発行した16桁の利用者識別番号がわかるもの（番号がわかればメモでもかまいません） 

　申告書には申告者本人とその扶養親族のマイナンバー（12桁）の記載が必要です。また、申告書の
提出の際には申告者本人の確認書類（番号確認と身元確認）の提示または写しの添付が必要です。 

■マイナンバー（個人番号）の記載と本人確認書類の提示（写しの添付） 

　ワンストップ特例制度を申請された方で、確定申告や町県民税の申告をされる方、または5か所を超
える地方公共団体にワンストップ特例申請を行った方は、ふるさと納税ワンストップ特例は適用されま
せん。 
　確定申告や町県民税の申告をされる場合は、必ず寄附金控除（ふるさと納税控除）も申告してく
ださい。 

昨年1年間収入がない場合、申告は必要ですか？ 
 
義務はありませんが、所得の確認がとれないため、
所得金額による軽減措置や補助が受けられない
など、様々な手続きに影響が出てきます。 
→8ページの「申告フローチャート」で申告が必要

かどうか確認できます。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をした
のですが、医療費控除も受けようと思います。そ
の場合どうすればよいですか？ 
 
医療費控除を受けるためには、確定申告・町県民
税申告が必要です。 
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方
が、申告した場合、特例は適用できなくなります。
寄附金控除を受けるためには、申告する時にすべ
ての寄附金受領証明書などが必要です。 
→医療費控除は「従来の医療費控除」または「セ

ルフメディケーション税制」のどちらかを選択し、
申請する必要があります。広報かさまつ1月号に
掲載した「適用判定フローチャート」で適用する
控除を判定できます。（広報紙のバックナンバー
は町ホームページでもご覧になれます） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
給与以外にも所得があるのですが、その所得に
対する町県民税を給与天引きではなく、自分で納
付することはできますか？ 
 
給与・公的年金等以外の所得（事業・不動産所
得など）は、申告時に申し出れば普通徴収（自分
で納付）にできます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
確定申告をe‐Tax（電子申告）で送信するには、
どうすればよいですか？ 
 
税務署から発行を受けた利用者識別番号（ID：
16桁の番号）とパスワードをお持ちの方は、国税
庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」
で番号とパスワードを入力することで、e‐Tax（電
子申告）で送信することができます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
町の申告会場では、確定申告をe‐Tax（電子申告）
で送信していますか？ 
 
今回の申告から町の申告会場で受け付けした所
得税の確定申告書を税務署に電子送信すること
になりました。電子送信には利用者識別番号とパ
スワードが必要となります。番号とパスワードは国
税庁のホームページより事前に取得することがで
きます。 
※すでに取得している方は、利用者識別番号が分

かる書類（税務署からの「お知らせはがき」や「お
知らせ通知書」のほか、番号が分かればメモな
どでも構いません）を申告会場にご持参ください。 

Q1 
 
A1 
 
 
 
 
 
Q2 
 
 
 
A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q3 
 
 
 
A3 
 
 
 
Q4 
 
 
A4 
 
 
 
 
 
Q5 
 
 
A5

昨年、65歳になり現在年金受給者です。昨年の
年間収入は、年金収入が150万円、給与収入が
100万円です。会社で年末調整をしましたが確
定申告をする必要がありますか？ 
 
公的年金等の収入金額が400万円以下でこの収
入以外の所得金額（※1）が20万円以下の場合、
確定申告不要制度の対象となり、申告義務はあり
ません。公的年金等の収入が150万円、給与収入
が100万円の場合、公的年金等の所得金額が30
万円（※2）、給与の所得金額が35万円（※3）と
なり合計の所得金額が65万円で確定申告をする
必要があります。 
なお、公的年金等の収入が400万円以下でも次の
ような要件に該当すれば確定申告をして税金が
戻ってくる場合があります。 
・公的年金等の源泉徴収票に源泉徴収税額が

ある場合（源泉徴収税額が0円の場合は該当
しません） 

・医療費控除（セルフメディケーション税制）、生
命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除
などの適用を受ける場合 

※1　給与所得（アルバイト・パート）、雑所得（個
人年金・原稿料・FX取引など）、事業・不動
産・農業所得など 

※2　公的年金等の所得＝公的年金等の収入－
120万円（120万円は、65歳以上の公的年
金等の収入に対する控除金額。65歳以下
の場合は控除金額70万円） 

※3　給与所得＝給与収入－65万円（65万円は
給与収入に対する控除金額） 

→9ページの「公的年金等を受給されている場合
の申告フローチャート」で申告が必要かどうか
確認できます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
公的年金等の収入金額が400万円以下で、この
収入以外の所得金額が20万円以下の場合は、確
定申告不要制度の対象となり、申告義務はないと
聞きましたが、町県民税の申告は必要ですか？ 
 
確定申告不要制度の特例は、確定申告だけで町
県民税の申告にはそのような特例はありません。
公的年金等や給与以外の所得があった時点で申
告をしなければなりません。 
→9ページの「公的年金等を受給されている場合

の申告フローチャート」で申告が必要かどうか
確認できます。 
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A6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q7 
 
 
 
 
A7

■ふるさと納税をされた方へ 

○マイナンバーカードをお持ちの方 マイナンバーカードのみ → 

○マイナンバーカードをお持ちでない方 

※扶養親族についても申告書にマイナンバーの記載が必要です。 

番号確認書類　＋　身元確認書類 → 

番号確認書類 
（本人のマイナンバーを確認できる書類） 

・通知カード 
・住民票（マイナンバーの記載があるものに限る）

の写し　　　　　　　などのうちいずれか1つ 

身元確認書類 
（記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類） 

・運転免許証　　・公的医療保険の被保険者証 
・パスポート　　・身体障がい者手帳 

などのうちいずれか1つ 

申告や町県民税に関するQ＆A
税の申告はお早めに 

毎年お問合せの多い 
内容について 
ご説明します 

？ ？ 

令和2年2月号 
第1113号 06 令和2年2月号 

第1113号 07



あなたは申告が必要？不要？　申告フローチャート 【公的年金等を受給されている場合】　申告フローチャート 
いいえ 

＼＼ スタート ／／　令和2年1月1日現在、笠松町に
お住まいでしたか？ 

＼＼ スタート ／／　公的年金等の収入金額（2か所以上ある場合は、その合計額）が400万円以下でしたか？ 

「公的年金等の源泉徴収票」に所得税の源泉徴収税額がありますか？ 

確定申告は不要です。 

確定申告が必要です。 
税務署や町の申告相談会場で申告できます。 

還付される税金がありますか？ 納める税金がありますか？ 

公的年金等以外の★所得金額（給与や個人年金など）が20万円以下でしたか？ 

【参考】給与収入の場合 
（給与収入金額） 

円 

（給与所得控除） 

65万円 － 

（★所得金額） 

円 ＝  

上の計算は、給与収入が162万5千円以下の場合の計算方法です。（千円未満切り捨て） 

笠松町への申告は必要ありません。令和2年1月1日に居住
していた市区町村へお問合せください。 

いいえ 
年末調整された主な給与以外の所得が20万円を超え
ますか？（給与の場合は収入が20万円） 

いいえ 
公的年金等にかかる
雑所得以外の所得が
20万円を超えますか？ 

①　「公的年金等の源泉徴収票」に源泉徴収税額があり、記載されている控除（社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・
基礎控除）以外の各種控除（医療費・生命保険料・寄附金など）の適用を受けるとき 

②　①の金額にかかわらず、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき 

注1. 
 
注2.

はい 
医療費控除、社会保険
料控除、生命保険料控
除など追加する控除
はありますか？ 

確定申告が必要 
です。 
税務署や町の申告相談
会場で申告できます。 

申告が必要 
です。 
所得金額の合
計や控除金額
の合計により、
確定申告また
は町県民税申
告のいずれか
の申告が必要
になります。 

収入の種類を問わず、次に該当する場合は税務署で申告してくだ
さい。（町の申告会場では受付できません） 

・青色申告者の申告 
・土地、建物、株式、先物取引などの譲渡所得の申告 
・配当所得や損失申告（株式の繰越損失など） 
・一時所得（満期の生命保険掛金など）の申告 
・亡くなられた方の申告（準確定申告） 
・雑損控除の申告 
・初年度の住宅借入金等特別控除の申告 
・平成30年分以前の申告 
・消費税の申告 

はい 

はい 

申告が必要です。 
所得金額の合計や控除
金額の合計により、確定
申告または町県民税申
告のいずれかの申告が
必要になります。 申告は不要です。 

いいえ 

確定申告が必要です。 
税務署や町の申告相談会
場で申告できます。 町県民税の申告が

必要です。 
町の申告相談会場で申
告できます。 

いいえ 

はい 

申告は不要です。 

はい 

いいえ 

はい はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

収入は1か所からの給与のみ
でしたか？ 

はい はい 

いいえ 年末調整は済んでいますか？ 

はい 

医療費控除、社会保険料控除、
生命保険料控除など追加す
る控除はありますか？ 

収入は公的年金収入の
みですか？ 

はい 

公的年金等の収入金額
は400万円以下ですか？ 

いいえ 

いいえ 確定申告が必要です。 
税務署や町の申告相談
会場で申告できます。 

いいえ 

税務署で所得税の確定申告をしますか？ 

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで
の間に、何か収入がありましたか？ 

税務署から町に課税資料が送付されますので、町県民税の
申告をする必要はありません。 

町県民税の申告が必要です。 
「町県民税の申告（無所得の申告書）」を提出してください。
なお、笠松町内に住所がある方の扶養親族になっている方
は提出不要です。 

【注意事項】未申告の場合は、所得証明、課税（非課税）証
明などの発行ができません。また、国民健康保険税や介護
保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、各種医療助成制度
等の区分判定などに支障を及ぼす場合がありますので、忘
れずに申告書を提出してください。 

いいえ 

はい 

はい 

障害者年金、遺族年金、失業給付金などの非課税
所得以外に収入がありましたか？ 

ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？ 

給
与
収
入
が
あ
る
　
パ
ー
ト
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン 

公
的
年
金
収
入
が
あ
る 
営
業
・
農
業
・
不
動
産
・
譲
渡
・一
時
・ 

雑
所
得
な
ど
の
収
入
が
あ
る 

いいえ 

ご注意 
ください 

ご注意 
ください 

20万円以下 

納付する所得税がある場合でも
確定申告書の提出は不要です。 

（申告不要制度） 

ただし、次に該当する場合は
町県民税の申告が必要にな
る場合があります。 

「公的年金等の源泉徴収票」に源泉徴収税額が
あり、記載されている控除（社会保険料控除・配
偶者控除・扶養控除・基礎控除）以外の各種控除（医
療費・生命保険料・寄附金）があり計算すると… 

はい いいえ はい 

年金の源泉徴収票に記載されている控除以外に控除の追加がなく、かつ、ほかに所得がない場合は、町県民税
の申告は不要です。 
年金機構などから毎年秋に受給者宛に＜扶養親族等申告書＞の提出依頼が送られてきます。未提出や未訂
正により扶養控除などの情報が反映されず受給者の実態と異なっているケースが見受けられます。 
このような場合には、申告をしないと控除額が算入されずに税額計算がされることになりますので、お手元の
公的年金等の源泉徴収票の明細を必ずご確認ください。 

c税務課　蕁388‐1112

令和2年2月号 
第1113号 08 令和2年2月号 

第1113号 09



あなたは申告が必要？不要？　申告フローチャート 【公的年金等を受給されている場合】　申告フローチャート 
いいえ 

＼＼ スタート ／／　令和2年1月1日現在、笠松町に
お住まいでしたか？ 

＼＼ スタート ／／　公的年金等の収入金額（2か所以上ある場合は、その合計額）が400万円以下でしたか？ 

「公的年金等の源泉徴収票」に所得税の源泉徴収税額がありますか？ 

確定申告は不要です。 

確定申告が必要です。 
税務署や町の申告相談会場で申告できます。 

還付される税金がありますか？ 納める税金がありますか？ 

公的年金等以外の★所得金額（給与や個人年金など）が20万円以下でしたか？ 

【参考】給与収入の場合 
（給与収入金額） 

円 

（給与所得控除） 

65万円 － 

（★所得金額） 

円 ＝  

上の計算は、給与収入が162万5千円以下の場合の計算方法です。（千円未満切り捨て） 

笠松町への申告は必要ありません。令和2年1月1日に居住
していた市区町村へお問合せください。 

いいえ 
年末調整された主な給与以外の所得が20万円を超え
ますか？（給与の場合は収入が20万円） 

いいえ 
公的年金等にかかる
雑所得以外の所得が
20万円を超えますか？ 

①　「公的年金等の源泉徴収票」に源泉徴収税額があり、記載されている控除（社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・
基礎控除）以外の各種控除（医療費・生命保険料・寄附金など）の適用を受けるとき 

②　①の金額にかかわらず、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき 

注1. 
 
注2.

はい 
医療費控除、社会保険
料控除、生命保険料控
除など追加する控除
はありますか？ 

確定申告が必要 
です。 
税務署や町の申告相談
会場で申告できます。 

申告が必要 
です。 
所得金額の合
計や控除金額
の合計により、
確定申告また
は町県民税申
告のいずれか
の申告が必要
になります。 

収入の種類を問わず、次に該当する場合は税務署で申告してくだ
さい。（町の申告会場では受付できません） 

・青色申告者の申告 
・土地、建物、株式、先物取引などの譲渡所得の申告 
・配当所得や損失申告（株式の繰越損失など） 
・一時所得（満期の生命保険掛金など）の申告 
・亡くなられた方の申告（準確定申告） 
・雑損控除の申告 
・初年度の住宅借入金等特別控除の申告 
・平成30年分以前の申告 
・消費税の申告 

はい 

はい 

申告が必要です。 
所得金額の合計や控除
金額の合計により、確定
申告または町県民税申
告のいずれかの申告が
必要になります。 申告は不要です。 

いいえ 

確定申告が必要です。 
税務署や町の申告相談会
場で申告できます。 町県民税の申告が

必要です。 
町の申告相談会場で申
告できます。 

いいえ 

はい 

申告は不要です。 

はい 

いいえ 

はい はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

収入は1か所からの給与のみ
でしたか？ 

はい はい 

いいえ 年末調整は済んでいますか？ 

はい 

医療費控除、社会保険料控除、
生命保険料控除など追加す
る控除はありますか？ 

収入は公的年金収入の
みですか？ 

はい 

公的年金等の収入金額
は400万円以下ですか？ 

いいえ 

いいえ 確定申告が必要です。 
税務署や町の申告相談
会場で申告できます。 

いいえ 

税務署で所得税の確定申告をしますか？ 

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで
の間に、何か収入がありましたか？ 

税務署から町に課税資料が送付されますので、町県民税の
申告をする必要はありません。 

町県民税の申告が必要です。 
「町県民税の申告（無所得の申告書）」を提出してください。
なお、笠松町内に住所がある方の扶養親族になっている方
は提出不要です。 

【注意事項】未申告の場合は、所得証明、課税（非課税）証
明などの発行ができません。また、国民健康保険税や介護
保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、各種医療助成制度
等の区分判定などに支障を及ぼす場合がありますので、忘
れずに申告書を提出してください。 

いいえ 

はい 

はい 

障害者年金、遺族年金、失業給付金などの非課税
所得以外に収入がありましたか？ 

ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？ 

給
与
収
入
が
あ
る
　
パ
ー
ト
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン 

公
的
年
金
収
入
が
あ
る 

営
業
・
農
業
・
不
動
産
・
譲
渡
・一
時
・ 

雑
所
得
な
ど
の
収
入
が
あ
る 

いいえ 

ご注意 
ください 

ご注意 
ください 

20万円以下 

納付する所得税がある場合でも
確定申告書の提出は不要です。 

（申告不要制度） 

ただし、次に該当する場合は
町県民税の申告が必要にな
る場合があります。 

「公的年金等の源泉徴収票」に源泉徴収税額が
あり、記載されている控除（社会保険料控除・配
偶者控除・扶養控除・基礎控除）以外の各種控除（医
療費・生命保険料・寄附金）があり計算すると… 

はい いいえ はい 

年金の源泉徴収票に記載されている控除以外に控除の追加がなく、かつ、ほかに所得がない場合は、町県民税
の申告は不要です。 
年金機構などから毎年秋に受給者宛に＜扶養親族等申告書＞の提出依頼が送られてきます。未提出や未訂
正により扶養控除などの情報が反映されず受給者の実態と異なっているケースが見受けられます。 
このような場合には、申告をしないと控除額が算入されずに税額計算がされることになりますので、お手元の
公的年金等の源泉徴収票の明細を必ずご確認ください。 

c税務課　蕁388‐1112

令和2年2月号 
第1113号 08 令和2年2月号 

第1113号 09



身近な自然と触れあおう 
親子教室「野鳥観察会」 

　1月11日、笠松みなと公園一帯で冬鳥の観察
会が行われました。 
　講師を務めた岐阜大学名誉教授の箕浦 秀
樹氏によると、暖冬の影響で例年と比較すると観
察できた種類は少なめということでしたが、ポカポ
カ陽気となった当日も約20種類の野鳥を確認す
ることができました。 
　子どもたちも見分け方を教わりながら、慣れな
い双眼鏡を一生懸命のぞき込み、身近な自然を
満喫している様子でした。 

　1月19日、笠松町民米野運動場・岐南町町民
グラウンドで、「第15回木曽川凧あげまつり」が開
催されました。 
　参加者が思い思いに凧あげに興じる中、凧あ
げ名人が珍しい凧をあげて、訪れる人を楽しませ
ました。 
　また、会場内では凧や地元品の販売、食べ物
の出店なども行われ、たくさんの親子連れで賑わ
いました。 

新春の青空彩る 
木曽川凧あげまつり 

防火への誓い新たに　笠松消防出初式 
　1月12日、消防団員と関係者約150人が出席し、
笠松消防出初式が行われました。 
　笠松中央公民館で行われた式典では、消防定
例表彰が行われ、来賓の方々からは、日ごろの消
防活動に対する感謝や激励のことばをいただきま
した。 
　このあと、本町通りから木曽川河畔まで分列行
進が行われ、古田町長の観閲に続き、今年一年
火災など災害のない町への願いを込めて、一斉
放水が行われました。 
　なお、消防定例表彰では、次の皆さんが受賞さ
れました。（敬称略） 

岐阜県知事表彰（伝達） 
【 
【 

勤 続 功 労 章  
功 労 章  

森 康行 
櫻井 貴鋭、墨 知行、 
森 敦史、廣江 正昭 

】 
】 

笠松町長表彰 
【 
【 
【 

永年勤続特別功労章 
特 別 功 労 章  
功 労 章  

則武 克彦 
横田 利幸、今尾 公則 
伊藤 亨、工藤 竜児 

】 
】 
】 

日本消防協会長表彰（伝達） 
【 勤 続 章  名和 幸彦 】 

岐阜県消防協会長表彰（伝達） 
【 

 
【 
【 

功 績 章  
 
勤 労 章  
勤 労 章  

 
 

（ 2 0 年 ） 
（ 1 5 年 ） 

（ 3 0 年 ） 
（ 2 5 年 ） 
（ 2 0 年 ） 
（ 1 5 年 ） 
（ 1 0 年 ） 

西山 国男、楠 真実、三浦 義治、今村 亮、南谷 好宏、伊藤 公人、 
長谷部 佳哲 
藤井 嘉明、野田 義之、畑佐 孝 
山下 孝之、加藤 泰教、岩井 康哲 

】 
 
】 
】 

羽島郡消防協会長表彰（伝達） 
【 
【 
【 

特 別 功 労 章  
功 労 章  
功 績 章  

山下 孝之、加藤 泰教、岩井 康哲 
櫻井 貴鋭、三浦 義治、今村 亮、森 洸士郎 
後藤 良則、竹市 龍治、野村 鉄平、山田 武史、大久保 雅章 

】 
】 
】 

笠松町消防団長表彰 
【 
【 

 
【 
【 
【 
【 
【 
【 

功 労 章  
功 績 章  
 
精 績 章  
勤 続 章  
勤 続 章  
勤 続 章  
勤 続 章  
勤 続 章  

野村 鉄平、杉山 善朗 
迫田 浩之、松原 英和、坂井 賢司、山内 義大、三田 博志、松原 寿、
木股 淳一 
後藤 孝心、小野 主税、田口 智昭、広瀬 公紀 
河合 秀三、伏屋 幸一 
則武 克彦 
藤井 嘉明、野田 義之、畑佐 孝 
山下 孝之、加藤 泰教、岩井 康哲 
櫻井 貴鋭、三浦 義治、今村 亮、森 洸士郎 

】 
】 
 
】 
】 
】 
】 
】 
】 

岐阜県女性防火クラブ運営協議会長表彰（伝達） 
【 感 謝 状  松原 久子、市川 葉子、岩井 英子、岩田 永子、中島 かと子 】 

　1月16日、岐阜市の都ホテルで「高齢者見守り
ネットワーク協定合同調印式」が行われ、協力事
業者として「ぎふ農業協同組合」が加わりました。 
　この協定は、協力事業者が普段の事業活動
のなかで高齢者を緩やかに見守り、異変のある
高齢者を早期に発見し、必要な支援に繋げるこ
とを目的としたもので、今回の協定締結により、協
力事業者は8事業者となりました。高齢者が住み
慣れた地域で安心して生活ができるよう、引き続
き見守り活動に努めてまいります。 

高齢者見守りネットワーク事業に 
「ぎふ農業協同組合」が加わりました 

ぎふフューチャーセンター 
「みんなでつくろう、これからの笠松町」 

　1月18日、これからのまちづくりについて意見交
換を行うワークショップ（ぎふフューチャーセンター）
を岐阜大学と共同開催し、地域コミュニティの担
い手である子育て世代や学生を中心に約40人
が参加されました。 
　グループワークでは、特に町民の人柄やバイタ
リティを活かしたまちづくりに関する発言が多く聞
かれました。町では、皆さんが思い描く笠松町の
将来像に近づけるため、今回の貴重なご意見を
今後の町政運営に反映していきます。 

まちの話題 
皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

令和2年2月号 
第1113号 10 令和2年2月号 

第1113号 11



身近な自然と触れあおう 
親子教室「野鳥観察会」 

　1月11日、笠松みなと公園一帯で冬鳥の観察
会が行われました。 
　講師を務めた岐阜大学名誉教授の箕浦 秀
樹氏によると、暖冬の影響で例年と比較すると観
察できた種類は少なめということでしたが、ポカポ
カ陽気となった当日も約20種類の野鳥を確認す
ることができました。 
　子どもたちも見分け方を教わりながら、慣れな
い双眼鏡を一生懸命のぞき込み、身近な自然を
満喫している様子でした。 

　1月19日、笠松町民米野運動場・岐南町町民
グラウンドで、「第15回木曽川凧あげまつり」が開
催されました。 
　参加者が思い思いに凧あげに興じる中、凧あ
げ名人が珍しい凧をあげて、訪れる人を楽しませ
ました。 
　また、会場内では凧や地元品の販売、食べ物
の出店なども行われ、たくさんの親子連れで賑わ
いました。 

新春の青空彩る 
木曽川凧あげまつり 

防火への誓い新たに　笠松消防出初式 
　1月12日、消防団員と関係者約150人が出席し、
笠松消防出初式が行われました。 
　笠松中央公民館で行われた式典では、消防定
例表彰が行われ、来賓の方々からは、日ごろの消
防活動に対する感謝や激励のことばをいただきま
した。 
　このあと、本町通りから木曽川河畔まで分列行
進が行われ、古田町長の観閲に続き、今年一年
火災など災害のない町への願いを込めて、一斉
放水が行われました。 
　なお、消防定例表彰では、次の皆さんが受賞さ
れました。（敬称略） 

岐阜県知事表彰（伝達） 
【 
【 

勤 続 功 労 章  
功 労 章  

森 康行 
櫻井 貴鋭、墨 知行、 
森 敦史、廣江 正昭 

】 
】 

笠松町長表彰 
【 
【 
【 

永年勤続特別功労章 
特 別 功 労 章  
功 労 章  

則武 克彦 
横田 利幸、今尾 公則 
伊藤 亨、工藤 竜児 

】 
】 
】 

日本消防協会長表彰（伝達） 
【 勤 続 章  名和 幸彦 】 

岐阜県消防協会長表彰（伝達） 
【 

 
【 
【 

功 績 章  
 
勤 労 章  
勤 労 章  

 
 

（ 2 0 年 ） 
（ 1 5 年 ） 

（ 3 0 年 ） 
（ 2 5 年 ） 
（ 2 0 年 ） 
（ 1 5 年 ） 
（ 1 0 年 ） 

西山 国男、楠 真実、三浦 義治、今村 亮、南谷 好宏、伊藤 公人、 
長谷部 佳哲 
藤井 嘉明、野田 義之、畑佐 孝 
山下 孝之、加藤 泰教、岩井 康哲 

】 
 
】 
】 

羽島郡消防協会長表彰（伝達） 
【 
【 
【 

特 別 功 労 章  
功 労 章  
功 績 章  

山下 孝之、加藤 泰教、岩井 康哲 
櫻井 貴鋭、三浦 義治、今村 亮、森 洸士郎 
後藤 良則、竹市 龍治、野村 鉄平、山田 武史、大久保 雅章 

】 
】 
】 

笠松町消防団長表彰 
【 
【 

 
【 
【 
【 
【 
【 
【 

功 労 章  
功 績 章  
 
精 績 章  
勤 続 章  
勤 続 章  
勤 続 章  
勤 続 章  
勤 続 章  

野村 鉄平、杉山 善朗 
迫田 浩之、松原 英和、坂井 賢司、山内 義大、三田 博志、松原 寿、
木股 淳一 
後藤 孝心、小野 主税、田口 智昭、広瀬 公紀 
河合 秀三、伏屋 幸一 
則武 克彦 
藤井 嘉明、野田 義之、畑佐 孝 
山下 孝之、加藤 泰教、岩井 康哲 
櫻井 貴鋭、三浦 義治、今村 亮、森 洸士郎 

】 
】 
 
】 
】 
】 
】 
】 
】 

岐阜県女性防火クラブ運営協議会長表彰（伝達） 
【 感 謝 状  松原 久子、市川 葉子、岩井 英子、岩田 永子、中島 かと子 】 

　1月16日、岐阜市の都ホテルで「高齢者見守り
ネットワーク協定合同調印式」が行われ、協力事
業者として「ぎふ農業協同組合」が加わりました。 
　この協定は、協力事業者が普段の事業活動
のなかで高齢者を緩やかに見守り、異変のある
高齢者を早期に発見し、必要な支援に繋げるこ
とを目的としたもので、今回の協定締結により、協
力事業者は8事業者となりました。高齢者が住み
慣れた地域で安心して生活ができるよう、引き続
き見守り活動に努めてまいります。 

高齢者見守りネットワーク事業に 
「ぎふ農業協同組合」が加わりました 

ぎふフューチャーセンター 
「みんなでつくろう、これからの笠松町」 

　1月18日、これからのまちづくりについて意見交
換を行うワークショップ（ぎふフューチャーセンター）
を岐阜大学と共同開催し、地域コミュニティの担
い手である子育て世代や学生を中心に約40人
が参加されました。 
　グループワークでは、特に町民の人柄やバイタ
リティを活かしたまちづくりに関する発言が多く聞
かれました。町では、皆さんが思い描く笠松町の
将来像に近づけるため、今回の貴重なご意見を
今後の町政運営に反映していきます。 

まちの話題 
皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

令和2年2月号 
第1113号 10 令和2年2月号 

第1113号 11



 
 
笠松町議会議員の 
任期満了に伴う選挙日程 

　3月31日に任期満了となる町

議会議員の選挙を、次の日程で

執行する予定です。 

3月17日（火） 

3月22日（日） 

午前7時～午後8時 

c選挙管理委員会（総務課内） 

　蕁388‐1111 

 
笠松町議会議員選挙 
立候補予定者説明会 

　3月22日執行予定の町議会

議員選挙に立候補を予定して

いる方の説明会を開催します。 

2月6日（木） 

午後1時30分～ 

役場4階 大会議室 

c選挙管理委員会（総務課内） 

　蕁388‐1111 
 
農林業センサス 
　2月1日現在で、全国一斉に

「2020年農林業センサス」を実

施します。 

　2月末までに農林業を営んで

いる皆さんのところに調査員が

訪問して、調査票に農林業の経

営状況などの記入をお願いしま

すので、ご協力をお願いします。 

c企画課　蕁388‐1113

経済センサス‐基礎調査 
　すべての事業所・企業を対

象に「経済センサス‐基礎調査」

を3月末まで実施します。 

　対象には調査員が訪問しま

すので、ご協力をお願いします。 

c企画課　蕁388‐1113

岐阜基地 
航空機救難消防訓練 

　万が一の航空機事故発生

時の被害を最小限に止めるため、

法律で定められた訓練を行い

ます。訓練に伴い黒煙が発生

しますが、ご了承ください。 

3月12日（木） 

（予備日3月13日（金）） 

午前5時20分～8時30分 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室 

　蕁382‐1101（内線2271） 

全国一斉情報伝達訓練 
　地震や武力攻撃などの災害時に、

国から送られてくる緊急情報を、全

国瞬時警報システム（J‐アラート※）に

より皆さんにお伝えするための試験

を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情報伝達試験が実施さ

れます。この機会に災害発生時の行動を再確認するとともに、平常

時の備えなどについて家庭内で話し合いましょう。 

※J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から市区

町村へ人工衛星などを通じて瞬時に情報を伝達するシステムの

ことです。 

c総務課　蕁388‐1111

第７１号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（専決第
２号）の専決処分の承認 

補正額 １,３３６,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６,９８８,０２７,０００円 

［主な補正内容］ 
・松枝小学校校舎屋上庇側面の劣化が激しい部分

のモルタル撤去工事費用を増額 
第７２号　笠松町印鑑条例の一部を改正する条例 

成年被後見人の一律な権利制限が見直されたこと
により、印鑑の登録を受けることができない者として、条
例に規定されていた「成年被後見人」を「意思能力を
有しない者」に改正する所要の規定整備 

第７３号　笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務
災害補償等に関する条例の一部を改正する条
例 

報酬が日額以外の方法によって定められている職員
または報酬のない職員の補償基礎額について所要の
規定整備 

第７４号　笠松町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期
末手当に関する条例の一部を改正する条例 

第７５号　笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例 

令和元年の人事院勧告に基づく、一般職職員の給
与改定の内容を考慮し、議会議員と常勤の特別職職
員の期末手当の支給割合を０.０５月引上げる所要の規
定整備 

第７６号　笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例 

令和元年の人事院勧告に基づく一般職職員の給
与改定などに関する所要の規定整備 

【平成３１年４月１日適用】 
○給料表の増額改定 

民間給与と比較し、給料月額を平均０.１%増額改定 
○勤勉手当の支給割合の引上げ 

民間の支給割合に見合うよう、年間の支給割合を０.０５
月引上げ 

【令和２年４月１日適用】 
○給料表の増額改定 

勤勉手当の６月と１２月の支給割合を均等にする改正 
○住居手当の支給対象となる家賃額下限を４,０００円

引上げ（１２,０００円→１６,０００円）、手当額上限を１,０
００円引上げ 

第７７号　笠松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例 

令和元年の人事院勧告に基づく一般職職員の給
与改定に伴い、会計年度任用職員の給料表を改正す
る所要の規定整備 

第７８号　笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関
する条例の一部を改正する条例 

運営費の１/２相当を利用者負担とする国の基準や
近隣市町の状況をふまえ、利用料を改正する所要の
規定整備 

第７９号　笠松町放課後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準の一部を改正する省令に伴い、従うべき基準に
より定めた放課後児童支援員の資格要件に関する所
要の規定整備 

第８０号　岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に
関する協議 

構成団体である「中濃地域農業共済事務組合」、「東
濃農業共済事務組合」や「飛騨農業共済事務組合」

が脱退することに伴う所要の規定整備 
第８１号　岐阜地域児童発達支援センター組合規約の変

更に関する協議 
構成団体である八百津町が、脱退することに伴う所

要の規定整備 
第８２号　町道の路線認定 

中新町地内の宅地開発により設置された私有道路
の町道編入 

第８３号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（第４号） 
補正額 ２８,１６８,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０１６,１９５,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 
・自主防災会から防災備品整備事業費補助金（１/２補助）

活用の要望による補助金を増額 
・笠松中学校と姉妹校提携を締結しているイナラハン・ミ

ドル・スクールが来日することに伴いバス借上げ料など
費用を計上 

・カーブミラーなど緊急に対策が必要な箇所や交差点な
どを整備する費用を増額 

・幼児教育・保育の無償化における新制度未移行幼稚
園の利用者増加などに伴い、負担金を増額 

・下羽栗小学校の和式２基を多目的トイレへ改修工事す
る費用を計上 

・㈱光製作所からの指定寄附を光文庫整備基金に積
立てるため積立金を増額 

第８４号　令和元年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第３号） 

補正額 １,３１６,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,３５３,２７８,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴う人件費や国保連とのオ

ンライン資格確認などの実施に伴うシステム改修など
に要する費用を増額 

第８５号　令和元年度笠松町介護保険特別会計補正予算
（第３号） 

補正額 ２７４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,００５,９７４,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴う人件費や羽島市・羽島

郡二町介護認定審査会における負担金を増額 
第８６号　令和元年度笠松町水道事業会計補正予算（第

２号） 
補正額 １７５,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６６３,０８５,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 

第８７号　令和元年度笠松町下水道事業会計補正予算（第
３号） 

補正額 ９４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６６５,３３４,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 

第８８号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（第５号） 
補正額 １１,８９３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０２８,０８８,０００円 

［主な補正内容］ 
・愛馬会、笠松町赤十字奉仕団下羽栗分団からの

指定寄附を社会福祉基金に積み立てるため積立
金を増額 

・松枝小学校校舎全面の補修工事を実施するため
委託料を計上 

第4回笠松町議会定例会議決結果（12月6日開会　12月18日閉会） 

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

2月19日（水）　午前11時ごろ 

情報伝達訓練「これはテストです。」と放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから訓練放送が流れ
ます。 

2月16日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりを
しましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなで、寒さに負けない
体力づくりに努めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 
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お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp
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笠松町議会議員の 
任期満了に伴う選挙日程 

　3月31日に任期満了となる町

議会議員の選挙を、次の日程で

執行する予定です。 

3月17日（火） 

3月22日（日） 

午前7時～午後8時 

c選挙管理委員会（総務課内） 

　蕁388‐1111 

 
笠松町議会議員選挙 
立候補予定者説明会 

　3月22日執行予定の町議会

議員選挙に立候補を予定して

いる方の説明会を開催します。 

2月6日（木） 

午後1時30分～ 

役場4階 大会議室 

c選挙管理委員会（総務課内） 

　蕁388‐1111 
 
農林業センサス 
　2月1日現在で、全国一斉に

「2020年農林業センサス」を実

施します。 

　2月末までに農林業を営んで

いる皆さんのところに調査員が

訪問して、調査票に農林業の経

営状況などの記入をお願いしま

すので、ご協力をお願いします。 

c企画課　蕁388‐1113

経済センサス‐基礎調査 
　すべての事業所・企業を対

象に「経済センサス‐基礎調査」

を3月末まで実施します。 

　対象には調査員が訪問しま

すので、ご協力をお願いします。 

c企画課　蕁388‐1113

岐阜基地 
航空機救難消防訓練 

　万が一の航空機事故発生

時の被害を最小限に止めるため、

法律で定められた訓練を行い

ます。訓練に伴い黒煙が発生

しますが、ご了承ください。 

3月12日（木） 

（予備日3月13日（金）） 

午前5時20分～8時30分 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室 

　蕁382‐1101（内線2271） 

全国一斉情報伝達訓練 
　地震や武力攻撃などの災害時に、

国から送られてくる緊急情報を、全

国瞬時警報システム（J‐アラート※）に

より皆さんにお伝えするための試験

を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情報伝達試験が実施さ

れます。この機会に災害発生時の行動を再確認するとともに、平常

時の備えなどについて家庭内で話し合いましょう。 

※J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から市区

町村へ人工衛星などを通じて瞬時に情報を伝達するシステムの

ことです。 

c総務課　蕁388‐1111

第７１号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（専決第
２号）の専決処分の承認 

補正額 １,３３６,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６,９８８,０２７,０００円 

［主な補正内容］ 
・松枝小学校校舎屋上庇側面の劣化が激しい部分

のモルタル撤去工事費用を増額 
第７２号　笠松町印鑑条例の一部を改正する条例 

成年被後見人の一律な権利制限が見直されたこと
により、印鑑の登録を受けることができない者として、条
例に規定されていた「成年被後見人」を「意思能力を
有しない者」に改正する所要の規定整備 

第７３号　笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務
災害補償等に関する条例の一部を改正する条
例 

報酬が日額以外の方法によって定められている職員
または報酬のない職員の補償基礎額について所要の
規定整備 

第７４号　笠松町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期
末手当に関する条例の一部を改正する条例 

第７５号　笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例 

令和元年の人事院勧告に基づく、一般職職員の給
与改定の内容を考慮し、議会議員と常勤の特別職職
員の期末手当の支給割合を０.０５月引上げる所要の規
定整備 

第７６号　笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例 

令和元年の人事院勧告に基づく一般職職員の給
与改定などに関する所要の規定整備 

【平成３１年４月１日適用】 
○給料表の増額改定 

民間給与と比較し、給料月額を平均０.１%増額改定 
○勤勉手当の支給割合の引上げ 

民間の支給割合に見合うよう、年間の支給割合を０.０５
月引上げ 

【令和２年４月１日適用】 
○給料表の増額改定 

勤勉手当の６月と１２月の支給割合を均等にする改正 
○住居手当の支給対象となる家賃額下限を４,０００円

引上げ（１２,０００円→１６,０００円）、手当額上限を１,０
００円引上げ 

第７７号　笠松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例 

令和元年の人事院勧告に基づく一般職職員の給
与改定に伴い、会計年度任用職員の給料表を改正す
る所要の規定整備 

第７８号　笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関
する条例の一部を改正する条例 

運営費の１/２相当を利用者負担とする国の基準や
近隣市町の状況をふまえ、利用料を改正する所要の
規定整備 

第７９号　笠松町放課後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準の一部を改正する省令に伴い、従うべき基準に
より定めた放課後児童支援員の資格要件に関する所
要の規定整備 

第８０号　岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に
関する協議 

構成団体である「中濃地域農業共済事務組合」、「東
濃農業共済事務組合」や「飛騨農業共済事務組合」

が脱退することに伴う所要の規定整備 
第８１号　岐阜地域児童発達支援センター組合規約の変

更に関する協議 
構成団体である八百津町が、脱退することに伴う所

要の規定整備 
第８２号　町道の路線認定 

中新町地内の宅地開発により設置された私有道路
の町道編入 

第８３号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（第４号） 
補正額 ２８,１６８,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０１６,１９５,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 
・自主防災会から防災備品整備事業費補助金（１/２補助）

活用の要望による補助金を増額 
・笠松中学校と姉妹校提携を締結しているイナラハン・ミ

ドル・スクールが来日することに伴いバス借上げ料など
費用を計上 

・カーブミラーなど緊急に対策が必要な箇所や交差点な
どを整備する費用を増額 

・幼児教育・保育の無償化における新制度未移行幼稚
園の利用者増加などに伴い、負担金を増額 

・下羽栗小学校の和式２基を多目的トイレへ改修工事す
る費用を計上 

・㈱光製作所からの指定寄附を光文庫整備基金に積
立てるため積立金を増額 

第８４号　令和元年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第３号） 

補正額 １,３１６,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,３５３,２７８,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴う人件費や国保連とのオ

ンライン資格確認などの実施に伴うシステム改修など
に要する費用を増額 

第８５号　令和元年度笠松町介護保険特別会計補正予算
（第３号） 

補正額 ２７４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,００５,９７４,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴う人件費や羽島市・羽島

郡二町介護認定審査会における負担金を増額 
第８６号　令和元年度笠松町水道事業会計補正予算（第

２号） 
補正額 １７５,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６６３,０８５,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 

第８７号　令和元年度笠松町下水道事業会計補正予算（第
３号） 

補正額 ９４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６６５,３３４,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 

第８８号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（第５号） 
補正額 １１,８９３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０２８,０８８,０００円 

［主な補正内容］ 
・愛馬会、笠松町赤十字奉仕団下羽栗分団からの

指定寄附を社会福祉基金に積み立てるため積立
金を増額 

・松枝小学校校舎全面の補修工事を実施するため
委託料を計上 

第4回笠松町議会定例会議決結果（12月6日開会　12月18日閉会） 

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

2月19日（水）　午前11時ごろ 

情報伝達訓練「これはテストです。」と放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから訓練放送が流れ
ます。 

2月16日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりを
しましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなで、寒さに負けない
体力づくりに努めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 
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消火器･防災用品･消防設備点検･施工 
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第1113号 12 令和2年2月号 

第1113号 13



放課後児童クラブ利用料の変更 
　4月1日からの放課後児童クラブ利用料を、国の

方針（利用者負担は運営費の1/2相当）に準じ、

変更します。 

※土曜日のみの利用料は月額2,000円です。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

母子父子寡婦福祉資金貸付金 
　母子家庭・父子家庭・寡婦の経済的自立と生

活意欲の助長を図るとともに、児童福祉の推進を

目的とする修学資金をはじめとした貸付制度です。 

母子家庭の母・父子家庭の父が扶養

する児童、寡婦が扶養する子、父母のいない20歳

未満の児童 

原則として連帯保証人1人（別世帯

の親族か親類など保証能力のある方） 

・修学資金：半年賦 

・就学支度資金：年賦 

申請には申請者・児童・連帯保証人各々

と面談が必要です。 

c岐阜地域福祉事務所 

　蕁272‐1111（内線3237・3238） 

家畜や家きんを 
飼育している皆さんへ 

　法律により、2月1日時点での

家畜や家きん（ペット含む）の飼

育状況を県へ報告することが

義務付けられています。詳しく

は岐阜県中央家畜保健衛生

所へお問合せください。 

報告期限 

4月15日：家畜（牛、水牛、鹿、馬、

めん羊、山羊、豚、イノシシ） 

6月15日：家きん（鶏、あひる、うず

ら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七

面鳥） 

c岐阜県中央家畜保健衛生所 

防疫係　蕁201‐0530

麻しん風しん混合予防接種第2期 
　麻しん風しん混合予防接種第2期の接種期間は3月31日までです。

まだ接種をされていない方は、早めの接種をお願いします。 

　麻しんは感染力が極めて高く、合併症も重篤です。風しんは症状

は比較的軽いですが、重篤な合併症を引き起こすこともあり、軽視で

きない疾患です。どちらの疾患も、予防接種を受けることで免疫を獲

得することが重要です。 

　なお、4月1日以降に接種される場合は全額自己負担となりますので、

ご注意ください。 

対象　令和元年度中に6歳になる幼児 

c健康介護課　蕁388-7171

高齢者肺炎球菌予防接種 
　令和元年度対象の方には昨年4月に予診票または案内はがきを

郵送しました。予防接種を希望される方は郡内の医療機関などで

3月31日までに接種をお願いします。 

接種回数　1回 

対象者 

①笠松町に住民登録のある次の年齢の方 

②60歳から65歳未満までの方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能、また

はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害があり、日常生活が

極度に制限される状態の方 

※自費または町の助成を問わず、過去に1回でも接種された方は対象外です。 

4,000円（生活保護の方は、自己負担金を免除します

ので、健康介護課に事前に申請してください） 

高齢者肺炎球菌予防接種予診票・健康保険証 

c健康介護課　蕁388-7171

笠松町あいさつ運動 
　笠松中学校生徒会は、あい

さつ運動を通して、笠松町に貢

献したいと考えています。私た

ちと一緒にあいさつ運動に参加

して、みんなで顔見知りになりま

しょう。ご協力をよろしくお願いし

ます。 

2月13日（木）・14日（金） 

午前7時30分～：

旧山岡薬局前、笠松駅、西笠

松駅、笠松幼稚園前、羽島梱

包北交差点、スポーツ交流館/

午前7時45分～：各小学校の校

門や児童玄関/その他通学路

など 

c笠松中学校　蕁387‐2442

区分 利用料 
（月額） 

4月 

学年始め休業期間のみ利用 

5月 

6月 

7月 

夏季休業期間のみ利用 

授業日のみ利用 

8月 

（午後2時までの利用） 

夏季休業期間のみ利用 

（午後2時までの利用） 

授業日のみ利用 

9月 

10月 

秋季休業期間のみ利用 

11月 

12月 

冬季休業期間のみ利用 

1月 

冬季休業期間のみ利用 

2月 

3月 

学年末休業期間のみ利用 

6,500円 

2,500円 

6,000円 

6,000円 

7,500円 

4,000円 

4,500円 

9,000円 

（5,000円） 

8,000円 

（5,000円） 

1,500円 

6,000円 

6,000円 

1,500円 

6,000円 

6,000円 

1,500円 

6,000円 

1,500円 

6,000円 

6,500円 

2,500円 

「入学通知書」が届きます 
　令和2年4月に

小・中学校に入

学するお子さん

の保護者の皆さ

んへ1月下旬に

「入学通知書」

をお届けしました。

「入学通知書」は、入学式に学校へお持ちください。 

　なお、次に該当する方や、入学についてのご相

談がある方はご連絡ください。 

■住所や氏名など記載事項に誤りがある場合 

■入学日までに住所を変更する場合 

■国立・私立など、指定された学校以外の学校に

入学する場合 

■入学通知書が届かない場合 

c郡二町教育委員会　蕁245‐1133

年齢 生年月日 
65歳 
70歳 
75歳 
80歳 
85歳 
90歳 
95歳 

100歳以上 

昭和29年4月2日～昭和30年4月1日 
昭和24年4月2日～昭和25年4月1日 
昭和19年4月2日～昭和20年4月1日 
昭和14年4月2日～昭和15年4月1日 
昭和 9年4月2日～昭和10年4月1日 
昭和 4年4月2日～昭和 5年4月1日 
大正13年4月2日～大正14年4月1日 

大正9年4月1日以前 

 
 
 
 

対象者 
 
 
貸付要件 
 
償還方法 
 
留意事項 

 
 
 
 

自己負担金 
 
持ち物 

 
 
 
 

 
 
 
 
日にち 
時間と場所 

町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和2年2月号 
第1113号 14 令和2年2月号 

第1113号 15



放課後児童クラブ利用料の変更 
　4月1日からの放課後児童クラブ利用料を、国の

方針（利用者負担は運営費の1/2相当）に準じ、

変更します。 

※土曜日のみの利用料は月額2,000円です。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

母子父子寡婦福祉資金貸付金 
　母子家庭・父子家庭・寡婦の経済的自立と生

活意欲の助長を図るとともに、児童福祉の推進を

目的とする修学資金をはじめとした貸付制度です。 

母子家庭の母・父子家庭の父が扶養

する児童、寡婦が扶養する子、父母のいない20歳

未満の児童 

原則として連帯保証人1人（別世帯

の親族か親類など保証能力のある方） 

・修学資金：半年賦 

・就学支度資金：年賦 

申請には申請者・児童・連帯保証人各々

と面談が必要です。 

c岐阜地域福祉事務所 

　蕁272‐1111（内線3237・3238） 

家畜や家きんを 
飼育している皆さんへ 

　法律により、2月1日時点での

家畜や家きん（ペット含む）の飼

育状況を県へ報告することが

義務付けられています。詳しく

は岐阜県中央家畜保健衛生

所へお問合せください。 

報告期限 

4月15日：家畜（牛、水牛、鹿、馬、

めん羊、山羊、豚、イノシシ） 

6月15日：家きん（鶏、あひる、うず

ら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七

面鳥） 

c岐阜県中央家畜保健衛生所 

防疫係　蕁201‐0530

麻しん風しん混合予防接種第2期 
　麻しん風しん混合予防接種第2期の接種期間は3月31日までです。

まだ接種をされていない方は、早めの接種をお願いします。 

　麻しんは感染力が極めて高く、合併症も重篤です。風しんは症状

は比較的軽いですが、重篤な合併症を引き起こすこともあり、軽視で

きない疾患です。どちらの疾患も、予防接種を受けることで免疫を獲

得することが重要です。 

　なお、4月1日以降に接種される場合は全額自己負担となりますので、

ご注意ください。 

対象　令和元年度中に6歳になる幼児 

c健康介護課　蕁388-7171

高齢者肺炎球菌予防接種 
　令和元年度対象の方には昨年4月に予診票または案内はがきを

郵送しました。予防接種を希望される方は郡内の医療機関などで

3月31日までに接種をお願いします。 

接種回数　1回 

対象者 

①笠松町に住民登録のある次の年齢の方 

②60歳から65歳未満までの方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能、また

はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害があり、日常生活が

極度に制限される状態の方 

※自費または町の助成を問わず、過去に1回でも接種された方は対象外です。 

4,000円（生活保護の方は、自己負担金を免除します

ので、健康介護課に事前に申請してください） 

高齢者肺炎球菌予防接種予診票・健康保険証 

c健康介護課　蕁388-7171

笠松町あいさつ運動 
　笠松中学校生徒会は、あい

さつ運動を通して、笠松町に貢

献したいと考えています。私た

ちと一緒にあいさつ運動に参加

して、みんなで顔見知りになりま

しょう。ご協力をよろしくお願いし

ます。 

2月13日（木）・14日（金） 

午前7時30分～：

旧山岡薬局前、笠松駅、西笠

松駅、笠松幼稚園前、羽島梱

包北交差点、スポーツ交流館/

午前7時45分～：各小学校の校

門や児童玄関/その他通学路

など 

c笠松中学校　蕁387‐2442

区分 利用料 
（月額） 

4月 

学年始め休業期間のみ利用 

5月 

6月 

7月 

夏季休業期間のみ利用 

授業日のみ利用 

8月 

（午後2時までの利用） 

夏季休業期間のみ利用 

（午後2時までの利用） 

授業日のみ利用 

9月 

10月 

秋季休業期間のみ利用 

11月 

12月 

冬季休業期間のみ利用 

1月 

冬季休業期間のみ利用 

2月 

3月 

学年末休業期間のみ利用 

6,500円 

2,500円 

6,000円 

6,000円 

7,500円 

4,000円 

4,500円 

9,000円 

（5,000円） 

8,000円 

（5,000円） 

1,500円 

6,000円 

6,000円 

1,500円 

6,000円 

6,000円 

1,500円 

6,000円 

1,500円 

6,000円 

6,500円 

2,500円 

「入学通知書」が届きます 
　令和2年4月に

小・中学校に入

学するお子さん

の保護者の皆さ

んへ1月下旬に

「入学通知書」

をお届けしました。

「入学通知書」は、入学式に学校へお持ちください。 

　なお、次に該当する方や、入学についてのご相

談がある方はご連絡ください。 

■住所や氏名など記載事項に誤りがある場合 

■入学日までに住所を変更する場合 

■国立・私立など、指定された学校以外の学校に

入学する場合 

■入学通知書が届かない場合 

c郡二町教育委員会　蕁245‐1133

年齢 生年月日 
65歳 
70歳 
75歳 
80歳 
85歳 
90歳 
95歳 

100歳以上 

昭和29年4月2日～昭和30年4月1日 
昭和24年4月2日～昭和25年4月1日 
昭和19年4月2日～昭和20年4月1日 
昭和14年4月2日～昭和15年4月1日 
昭和 9年4月2日～昭和10年4月1日 
昭和 4年4月2日～昭和 5年4月1日 
大正13年4月2日～大正14年4月1日 

大正9年4月1日以前 

 
 
 
 

対象者 
 
 
貸付要件 
 
償還方法 
 
留意事項 

 
 
 
 

自己負担金 
 
持ち物 

 
 
 
 

 
 
 
 
日にち 
時間と場所 

町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和2年2月号 
第1113号 14 令和2年2月号 

第1113号 15



笠松町農業委員会の委員 
　7月31日に任期満了を迎える笠松町農業委員会の委員を推薦・応募により募集します。 

推薦・応募あわせて15人 

8月1日から3年間 

農地の権利移動、転用など農地法に基づく農業委員会の権限に属する事項についての審

議や承認、遊休農地の防止・解消、農地利用の集積・集約化などの現場活動 

3月23日（月）～4月20日（月） 

※郵送による提出の場合は4月20日（月）必着 

次の区分に沿って、必要書類（環境経済課で配布または町ホームページからダウン

ロード可能）を提出または郵送してください。 

e〒501‐6181　笠松町司町1番地　農業委員会事務局（環境経済課内）　蕁388‐1114

統計調査員 
　町では、10月に実施される国

勢調査をはじめとした各種統計

調査に従事していただく統計

調査員を募集しています。 

・20歳以上の健康な方 

・統計調査に熱意があ

り、責任感のある方 

・秘密が保持できる方 

調査員は、担当の調査

区を巡回し、世帯や事業所で

調査票の配布や回収を行います。 

e

企画課 

蕁388‐1113

 
 

「大名行列お奴」毛槍の振り手とお姫様 
　4月12日に開催される笠松春まつり

で行われる「大名行列お奴」で毛槍

の振り手とお駕籠に乗るお姫様として、

参加していただける熱意のある方を

募集します。 

申込期限　3月6日（金） 

e笠松大名行列お奴保存会事務局（笠松中央中央公民館内） 

蕁388‐3231

対　象 

毛槍の 
振り手 

お姫様 

中学生以上 
（新学年） 

園児女子 
（新年少以上・保護者同伴） 

募集人数 

20人程度 
※事前練習あり 

1人 
※応募多数の場合は抽選 

区　分 方　法 

推　薦 

応　募 

個人推薦 

団体推薦 

推薦代表者と2人以上の個人連名により推薦 

農業者が組織する法人または団体が推薦 

自らが委員に応募 

提出書類 

推薦書 

応募申込書 

広報モニター 
　町の広報活動の充実を図る

ため、広報モニターを募集します。

アンケートや意見書などを通じて、

町民の立場・目線から広報活

動に対するご意見や感想をお

寄せいただきます。 

町内在住の20歳以上の方 

10人（応募多数の

場合は抽選） 

4月1日から1年間 

3月13日（金） 

申込書（企画課で

配布または町ホームページから

ダウンロード可能）

を提出してください。 

e企画課 

蕁388‐1113

保育士 
4人（正職員） 

4月1日 

第一保育所、下羽

栗保育所、松枝保育所 

午前7時～午後7

時のうち8時間45分（休憩時間

1時間を含む） 

短大卒169,800円、大卒

186,600円（経験年数により加

算額有り） 

年3回（前年度実績5.6

か月分程度） 

※令和元年度中途採用保育

士さんも随時募集しています。 

※詳細や施設見

学を希望される

方は、お気軽に

お電話ください。 

e社会福祉法人笠松町地

域振興公社　蕁387‐6266

次期ごみ処理施設整備 
基本計画（改定案）意見 

　岐阜羽島衛生施設組合では、

施設計画の基本的な事項など

を示す「岐阜羽島衛生施設組

合次期ごみ処理施設整備基本

計画（改定案）」の意見を募集

します。 

2月3日（月）～3月

4日（水） 

※詳細は、岐阜羽島衛生施設

組合ホームページをご覧ください。 

c岐阜羽島衛生施設組合 施

設建設推進課　蕁278‐7320

 
 
イクメン・家事メン養成講座 
　夫婦で学べる時短家事のコ

ツや、子育てのコツをお伝えす

る講座に参加しませんか。 

■夫婦で取り組む時短家事の
ススメ 

2月16日（日） 

午前10時30分～正午 

笠松中央公民館 

■子どものチカラを引き出す
方法～わが家の子育てパ
パしだい！～ 

3月8日（日） 

午前10時～正午 

岐南町中央公民館 

各会場50人 

夫婦またはカップル 

※おひとりでの参加も可 

無料 

※託児有り（事前申込制） 

e

Dearぎふジョ!プロ

ジェクト事務局（㈱

中広内） 

蕁247‐2260
▲QRコードからも 
　申込みいただけます 詳細はこちら蜷 

▲詳細はこちら 

巡回展 
「錯視で生活に潤いを」 

　全国科学館連携協議会によ

る巡回展を歴史未来館で開催

します。目の錯覚でおこる「錯

視」の不思議な世界を生活雑

貨などで紹介します。 

2月22日（土）～3月22日

（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

月曜日（祝日の場合は翌日） 

c歴史未来館　蕁388‐0161

▲詳細はこちら 
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業務内容 
 
受付期間 
 
推薦・応募方法 

 
 
 
 

 
対象 
 
 
 
内容 

 
 
 
 

 
 
 
対象 
募集人数 
 
任期 
申込期限 
申込方法 

 

採用予定人員 
採用年月日 
勤務場所 
 
勤務時間 
 
 
給料 
 
 
賞与 

 
 
 
 

 
 

 
 
日にち 
時間 
場所 

 
 
 
日にち 
時間 
場所 

定員 

対象 

 
参加料 

 
 
 
 

 
 
 
 
募集期間 

 
 
 
 

 
 
 
期間 
 
時間 
場所 
休館日 

募　　　集 

イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する ㈱高島衛生 

ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

令和2年2月号 
第1113号 16 令和2年2月号 

第1113号 17



笠松町農業委員会の委員 
　7月31日に任期満了を迎える笠松町農業委員会の委員を推薦・応募により募集します。 

推薦・応募あわせて15人 

8月1日から3年間 

農地の権利移動、転用など農地法に基づく農業委員会の権限に属する事項についての審

議や承認、遊休農地の防止・解消、農地利用の集積・集約化などの現場活動 

3月23日（月）～4月20日（月） 

※郵送による提出の場合は4月20日（月）必着 

次の区分に沿って、必要書類（環境経済課で配布または町ホームページからダウン

ロード可能）を提出または郵送してください。 

e〒501‐6181　笠松町司町1番地　農業委員会事務局（環境経済課内）　蕁388‐1114

統計調査員 
　町では、10月に実施される国

勢調査をはじめとした各種統計

調査に従事していただく統計

調査員を募集しています。 

・20歳以上の健康な方 

・統計調査に熱意があ

り、責任感のある方 

・秘密が保持できる方 

調査員は、担当の調査

区を巡回し、世帯や事業所で

調査票の配布や回収を行います。 

e

企画課 

蕁388‐1113

 
 

「大名行列お奴」毛槍の振り手とお姫様 
　4月12日に開催される笠松春まつり

で行われる「大名行列お奴」で毛槍

の振り手とお駕籠に乗るお姫様として、

参加していただける熱意のある方を

募集します。 

申込期限　3月6日（金） 

e笠松大名行列お奴保存会事務局（笠松中央中央公民館内） 

蕁388‐3231

対　象 

毛槍の 
振り手 

お姫様 

中学生以上 
（新学年） 

園児女子 
（新年少以上・保護者同伴） 

募集人数 

20人程度 
※事前練習あり 

1人 
※応募多数の場合は抽選 

区　分 方　法 

推　薦 

応　募 

個人推薦 

団体推薦 

推薦代表者と2人以上の個人連名により推薦 

農業者が組織する法人または団体が推薦 

自らが委員に応募 

提出書類 

推薦書 

応募申込書 

広報モニター 
　町の広報活動の充実を図る

ため、広報モニターを募集します。

アンケートや意見書などを通じて、

町民の立場・目線から広報活

動に対するご意見や感想をお

寄せいただきます。 

町内在住の20歳以上の方 

10人（応募多数の

場合は抽選） 

4月1日から1年間 

3月13日（金） 

申込書（企画課で

配布または町ホームページから

ダウンロード可能）

を提出してください。 

e企画課 

蕁388‐1113

保育士 
4人（正職員） 

4月1日 

第一保育所、下羽

栗保育所、松枝保育所 

午前7時～午後7

時のうち8時間45分（休憩時間

1時間を含む） 

短大卒169,800円、大卒

186,600円（経験年数により加

算額有り） 

年3回（前年度実績5.6

か月分程度） 

※令和元年度中途採用保育

士さんも随時募集しています。 

※詳細や施設見

学を希望される

方は、お気軽に

お電話ください。 

e社会福祉法人笠松町地

域振興公社　蕁387‐6266

次期ごみ処理施設整備 
基本計画（改定案）意見 

　岐阜羽島衛生施設組合では、

施設計画の基本的な事項など

を示す「岐阜羽島衛生施設組

合次期ごみ処理施設整備基本

計画（改定案）」の意見を募集

します。 

2月3日（月）～3月

4日（水） 

※詳細は、岐阜羽島衛生施設

組合ホームページをご覧ください。 

c岐阜羽島衛生施設組合 施

設建設推進課　蕁278‐7320

 
 
イクメン・家事メン養成講座 
　夫婦で学べる時短家事のコ

ツや、子育てのコツをお伝えす

る講座に参加しませんか。 

■夫婦で取り組む時短家事の
ススメ 

2月16日（日） 

午前10時30分～正午 

笠松中央公民館 

■子どものチカラを引き出す
方法～わが家の子育てパ
パしだい！～ 

3月8日（日） 

午前10時～正午 

岐南町中央公民館 

各会場50人 

夫婦またはカップル 

※おひとりでの参加も可 

無料 

※託児有り（事前申込制） 

e

Dearぎふジョ!プロ

ジェクト事務局（㈱

中広内） 

蕁247‐2260
▲QRコードからも 
　申込みいただけます 詳細はこちら蜷 

▲詳細はこちら 

巡回展 
「錯視で生活に潤いを」 

　全国科学館連携協議会によ

る巡回展を歴史未来館で開催

します。目の錯覚でおこる「錯

視」の不思議な世界を生活雑

貨などで紹介します。 

2月22日（土）～3月22日

（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

月曜日（祝日の場合は翌日） 

c歴史未来館　蕁388‐0161

▲詳細はこちら 
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休館日 

募　　　集 

イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する ㈱高島衛生 

ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

令和2年2月号 
第1113号 16 令和2年2月号 

第1113号 17



　 役 場  
 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

 
笠 松 中 央 公 民 館  
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。 
□問 企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

 
 
司法書士による無料相談 
　2月の「相続登記はお済です

か月間」に合わせて、相続登記

をはじめ、遺言・遺産分割協議

など相続に関する相談に司法

書士が無料で応じます。 

2月1日（土）～29日（土） 

県内のすべての司法書

士事務所（相談時間は各事務

所にお問合せください） 

c岐阜県司法書士会事務局 

　蕁246‐1568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政書士による無料相談会 
　相続・遺言や土地利用など日

常的な契約・手続きのほか、会

社設立や営業許可をはじめと

するビジネスに関する事案など

について、行政書士が無料で

相談に応じます。 

2月23日（日） 

午前10時～午後4時（最

終受付：午後3時30分） 

マーサ21北館1階さくら

パーク（岐阜市正木中1丁目2

番1号） 

c岐阜県行政書士会岐阜支部 

　蕁276‐1774

 
 
岐阜県警察の 
安全・安心メールに登録を 

　不審者情報や犯罪発生に

関する情報を、岐阜県警察から

タイムリーにお届けします。登録

は無料（ただし、通信料は利用

者負担）で、メールアドレスをお

持ちであればどなたでも利用で

きます。家族や地域で情報を共

有いただくなど、日ごろの防犯

活動にご活用ください。 

登録方法 
①バーコード読取機能から登録 

右のQRコードを

読み取り、案内に

従い空メールを送

信してください。 

②メール送信による登録 

登録用のメールアドレス 

（gifupolice@sg‐m.jp）に 

空メールを送信してください。 

※受信する情報や配信希望地

域を選択することもできます。 

c総務課　蕁388‐1111

※ロビーコンサートはアンサンブルのため小編
成での演奏となります。 

令和2年1月1日現在（前月比） 
人口 

男 
女 

世帯数 

22,227 
10,729 
11,498 

9,044

人 
人 
人 
世帯 

（減 
（減 
（減 
（増 

19） 
13） 

6） 
6） 

町文化協会 創立30周年記念 
シンポジウム 

　「木曽川を再びこの手に」を

テーマに、前各務原市長の森 

真氏と元犬山市長の石田 芳

弘氏のお二人を講師にお招きし、

講演会を行います。 

　パネル討論では、古田町長も

加わり「新しい川風を、どう吹か

すか」をテーマに議論します。 

2月22日（土） 

午後1時30分～ 

笠松中央公民館 

c町文化協会（高橋 恒美） 

　蕁090‐8952‐1418 

 
トンボ天国の池土採集と 
野鳥観察会 

　水生植物の種が入ったトンボ

天国の池土採集と野鳥観察会

を行います。岐阜大学名誉教

授の箕浦 秀樹氏やトンボ池を

守る会の解説を交えながら、トン

ボ天国の豊かな自然を楽しみま

す。 

2月24日（月・祝）※雨

天中止 

午前10時～正午 

笠松トンボ天国 

※申込みは不要ですので、当日

はトンボ天国の入口看板前

に集合してください。 

バケツ・園芸スコップ・

長靴 

cトンボ天国を守る会（可児 幸彦） 

　蕁090‐8556‐3478 

 
岐阜地域 
産学官連携交流会2020 

　「大学との出会いで広がるビ

ジネスチャンス」をテーマに、近

年身近なものになりつつあるAI（人

工知能）をはじめ、地域の大学・

高等専門学校の最新の研究

内容を紹介します。 

2月28日（金） 

午後1時40分～

2時30分：講演/午後2時30分

～4時：交流会 

岐阜商工会議所大ホー

ル（岐阜市神田町2丁目2） 

会社名、氏名、連

絡先を明記のうえ、FAXまたは

メールでお申込みください。 

c岐阜市商工観光部産業雇

用課　蕁214‐2359 

FAX 265‐2218 

msangyo‐koyo@city.gifu.gifu.jp 
 
ロビーコンサート 
　笠松中学校吹奏楽部がアン

サンブルコンテストで演奏した

曲を披露します。楽しい曲がい

っぱいの素敵な時間をお過ごし

ください。 

3月1日（日） 

午後1時～1時40分 

笠松中央公民館3階 ロビー 

四本のフルートのための

組曲『フルーツ・パフェ』より「チ

ョコレート・ダモーレ」・金管六重

奏「あの坂の向こうに」・サック

ス三重奏「大地と海の境界線」

ほか 

c笠松中央公民館 

　蕁388‐3231 

 
 
 
 
 
 
 
第12回 
道徳のまち笠松のつどい 

　今年の「道徳

のまち笠松のつ

どい」は、講師の

トークライブを通

して、人とのかか

わりに不可欠なやさしさや温か

さについて、皆さんと一緒に考

えます。多数の参加をお待ちし

ています。 

3月1日（日） 

午後2時～3時30分 

笠松中央公民館3階 大ホール 

そっとやさしく 

音楽工房「夢のかぼちゃ」 

店主　長島 りょうがん氏 

c笠松中央公民館 

　蕁388‐3231

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
 
時間 
場所 
 
 
 
持ち物 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間と内容 
 
 
場所 
 
申込方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 

曲目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
演題 
講師 

 
 
 
 

 
 
 
 
期間 
場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
 

場所 相　　　談 

お　願　い 

町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま い の パ イ オ ニ ア 住 ま い の パ イ オ ニ ア 
10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 

058-388-0077 

令和2年2月号 
第1113号 18 令和2年2月号 

第1113号 19



　 役 場  
 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

 
笠 松 中 央 公 民 館  
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。 
□問 企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

 
 
司法書士による無料相談 
　2月の「相続登記はお済です

か月間」に合わせて、相続登記

をはじめ、遺言・遺産分割協議

など相続に関する相談に司法

書士が無料で応じます。 

2月1日（土）～29日（土） 

県内のすべての司法書

士事務所（相談時間は各事務

所にお問合せください） 

c岐阜県司法書士会事務局 

　蕁246‐1568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政書士による無料相談会 
　相続・遺言や土地利用など日

常的な契約・手続きのほか、会

社設立や営業許可をはじめと

するビジネスに関する事案など

について、行政書士が無料で

相談に応じます。 

2月23日（日） 

午前10時～午後4時（最

終受付：午後3時30分） 

マーサ21北館1階さくら

パーク（岐阜市正木中1丁目2

番1号） 

c岐阜県行政書士会岐阜支部 

　蕁276‐1774

 
 
岐阜県警察の 
安全・安心メールに登録を 

　不審者情報や犯罪発生に

関する情報を、岐阜県警察から

タイムリーにお届けします。登録

は無料（ただし、通信料は利用

者負担）で、メールアドレスをお

持ちであればどなたでも利用で

きます。家族や地域で情報を共

有いただくなど、日ごろの防犯

活動にご活用ください。 

登録方法 
①バーコード読取機能から登録 

右のQRコードを

読み取り、案内に

従い空メールを送

信してください。 

②メール送信による登録 

登録用のメールアドレス 

（gifupolice@sg‐m.jp）に 

空メールを送信してください。 

※受信する情報や配信希望地

域を選択することもできます。 

c総務課　蕁388‐1111

※ロビーコンサートはアンサンブルのため小編
成での演奏となります。 

令和2年1月1日現在（前月比） 
人口 

男 
女 

世帯数 

22,227 
10,729 
11,498 

9,044

人 
人 
人 
世帯 

（減 
（減 
（減 
（増 

19） 
13） 

6） 
6） 

町文化協会 創立30周年記念 
シンポジウム 

　「木曽川を再びこの手に」を

テーマに、前各務原市長の森 

真氏と元犬山市長の石田 芳

弘氏のお二人を講師にお招きし、

講演会を行います。 

　パネル討論では、古田町長も

加わり「新しい川風を、どう吹か

すか」をテーマに議論します。 

2月22日（土） 

午後1時30分～ 

笠松中央公民館 

c町文化協会（高橋 恒美） 

　蕁090‐8952‐1418 

 
トンボ天国の池土採集と 
野鳥観察会 

　水生植物の種が入ったトンボ

天国の池土採集と野鳥観察会

を行います。岐阜大学名誉教

授の箕浦 秀樹氏やトンボ池を

守る会の解説を交えながら、トン

ボ天国の豊かな自然を楽しみま

す。 

2月24日（月・祝）※雨

天中止 

午前10時～正午 

笠松トンボ天国 

※申込みは不要ですので、当日

はトンボ天国の入口看板前

に集合してください。 

バケツ・園芸スコップ・

長靴 

cトンボ天国を守る会（可児 幸彦） 

　蕁090‐8556‐3478 

 
岐阜地域 
産学官連携交流会2020 

　「大学との出会いで広がるビ

ジネスチャンス」をテーマに、近

年身近なものになりつつあるAI（人

工知能）をはじめ、地域の大学・

高等専門学校の最新の研究

内容を紹介します。 

2月28日（金） 

午後1時40分～

2時30分：講演/午後2時30分

～4時：交流会 

岐阜商工会議所大ホー

ル（岐阜市神田町2丁目2） 

会社名、氏名、連

絡先を明記のうえ、FAXまたは

メールでお申込みください。 

c岐阜市商工観光部産業雇

用課　蕁214‐2359 

FAX 265‐2218 

msangyo‐koyo@city.gifu.gifu.jp 
 
ロビーコンサート 
　笠松中学校吹奏楽部がアン

サンブルコンテストで演奏した

曲を披露します。楽しい曲がい

っぱいの素敵な時間をお過ごし

ください。 

3月1日（日） 

午後1時～1時40分 

笠松中央公民館3階 ロビー 

四本のフルートのための

組曲『フルーツ・パフェ』より「チ

ョコレート・ダモーレ」・金管六重

奏「あの坂の向こうに」・サック

ス三重奏「大地と海の境界線」

ほか 

c笠松中央公民館 

　蕁388‐3231 

 
 
 
 
 
 
 
第12回 
道徳のまち笠松のつどい 

　今年の「道徳

のまち笠松のつ

どい」は、講師の

トークライブを通

して、人とのかか

わりに不可欠なやさしさや温か

さについて、皆さんと一緒に考

えます。多数の参加をお待ちし

ています。 

3月1日（日） 

午後2時～3時30分 

笠松中央公民館3階 大ホール 

そっとやさしく 

音楽工房「夢のかぼちゃ」 

店主　長島 りょうがん氏 

c笠松中央公民館 

　蕁388‐3231
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場所 
 
申込方法 
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講師 

 
 
 
 

 
 
 
 
期間 
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日にち 
時間 
 

場所 相　　　談 

お　願　い 

町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま い の パ イ オ ニ ア 住 ま い の パ イ オ ニ ア 
10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 

058-388-0077 

令和2年2月号 
第1113号 18 令和2年2月号 

第1113号 19



　12月1日の日曜日、名鉄ハイキングに参加し
ました。今回は「歴史あるまち笠松とイベント
盛りだくさん年1回の『ぎふ市場まつり』コース」
で、名鉄笠松駅前を出発し、笠松町内を通り、
その後北進して、名鉄岐阜駅に向かう約9㎞
の行程です。 
　午前8時前から多くの人が、まずは歴史未
来館や杉山邸をめざし、笠松駅前をスタート
しました。私は、午前9時前に笠松駅前でコー
ス地図を受け取り、スタートしました。 
　フラット「おかしょく」前では、岐阜工業高等
学校生徒のおもてなしがありました。また、歴
史未来館前では町の名産品などの展示や販
売が行われ、杉山邸では美濃縞の織物実演
や干支展が催されるなど、歴史あるまち笠松
とおもてなしの心をアピールする場になってい

ました。その後は、西に進んで西笠松駅前を
通り、美笠通に出て、北進しました。 
　おりしも、この日は笠松町内一斉清掃が実
施され、笠松町内を抜けるまで、道路やその
周辺が整備されており、気持ちよく歩くことが
できました。 
　約2時間半をかけて、ゴールの名鉄岐阜駅
にたどり着きましたが、周りの景色や風景を味
わい人々の温かさにふれながら歩くことの心
地よさを感じました。とくに笠松町内では強く
感じましたが、きっと参加者の多くがそう感じ
たのではないかと思います。 
　こういった笠松人の心をもっとアピールでき
るとよいと思います。 

　がんは、今や私たちの身近な病気です。が
んで死亡する確率は、男性が4人に1人、女性
が7人に1人であり、平成29年度に笠松町で死
亡された人のうち、4人に1人はがんで亡くなっ
ています。 
　部位別罹患数を見てみると、男性は胃がん、
女性は乳がんが多く、がんの罹患年齢は男女
ともに50歳代から増加し、年齢を重ねるごとに
高くなります。 
　がんはかつて不治の病と言われましたが、
現在は医学の発展に伴い、がんと診断されて
も早期の段階で治療を開始できれば、生存率
が高いがんも多くあります。また、早期発見・早
期治療により、今までと変わらない生活を送る
ことができます。 
　早期発見のためには、定期的にがん検診を
受けることが重要です。笠松町の過去5年間

のがん検診で、85人にがんが発見されました。 
健康な生活を送るために、「自分には関係ない」
と思うのではなく、まずは検診を受けることから
始めましょう。皆さんのお申込みをお待ちして
います。 

～がん体験者からのメッセージ～ 
　地域の集団検診を受診し、がんが発見さ
れました。悲しみに暮れる家族の姿を見て、
自分がしっかりしないと！という気持ちになりま
した。しかし、実際に治療が始まると、毎日の
生活が辛く、逃げ出したくなるほどでした。 
　辛い入院生活の中、友人や仕事仲間、家
族の言葉に支えられ、なんとか退院を迎える
ことができました。 
　元気なうちは、「自分には関係ない」と思っ
ていたがん検診でしたが、あの時検診を受
けていて良かったと思います。がんの治療は
辛く大変なものでしたが、生きていること、食
事ができることの幸せを実感しています。 
　自分のためにも、大切な人のためにも、ま
ずは検診を受けることから始めてほしいです。 

c健康介護課　蕁388‐7171

ごみを減量すれば、処理経費
が削減でき、バスや防災対策
など他の事業にお金を使うこ
とができるよ 

ごみ減量・環境配慮・経費削減のため 
今すぐ始めよう！ 

　資源化（リサイクル）は、ごみを単純処
理するより費用がかかります。発生抑制（リ
デュース）と再利用（リユース）を優先的
に始めましょう！ 
・マイバック、マイバスケットを持参する 
・最後まで使い切る 
・使い捨て商品は買わない 
・詰め替え商品を利用する 
・フリーマーケットを利用する 

■家庭系燃えるごみの出し方 
・午前7時から8時までに、各町内会の決め

られた集積所へ出しましょう。 
・透明または半透明の袋に「家庭用ごみ処

理券」を貼り付けて出しましょう。 
・ごみ処理券が不足した

時は、役場、松枝公民館、
総合会館で配布してい
ます。 

c環境経済課　蕁388‐1114

生ごみの水切りも忘れずに！ 

3（月）.4（火）.5（水）.6（木）.7（金） 
17（月）.18（火）.19（水）.20（木）.21（金） 

2/6 CCNにて笠松けいば全レースを放送!2/6 CCNにて笠松けいば全レースを放送!
2/6（木） 第37回 ウインター争覇（SPⅢ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

2月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

　令和元年度岐阜県統

計功労者表彰式が、11月

27日に岐阜県庁で行われ

ました。この表彰は、多年

にわたり各種統計調査員

として従事された功績に

対し贈られたもので、町内

の統計調査に尽力し受賞

されたのは次の方です。 

　江本 元子さん（大池町） 総務大臣表彰 
　松原 由美さん（北及） 経済産業大臣表彰 
 

　なお、町では、国勢調査をはじめとした各種

統計調査に従事していただく統計調査員を募

集しています。詳しくは、16ページをご覧いただ

くか、企画課にお問合せください。 

c企画課　蕁388‐1113

統計功労者として表彰されました 

江本 元子さん 

■ごみ処理費用トップ5（平成30年度） 
可燃ごみの焼却処分 
資源とごみの収集 
県外処理施設への運搬 
可燃ごみの積替え 
資源ごみの中間処理処分 

2億2,200万円 
9,500万円 
7,900万円 
7,000万円 
5,700万円 

ごみを 
減らしましょう 

処理には 
多額の税金が使われます 

ちょっと実行 ずっと健康 

みんなのヘルスケア 
がん検診を受けましょう！ 

道徳のまち笠松の 

ささえ合い通信 No.52
名鉄ハイキングに参加して 

町のごみ処理費は、なんと年間 

5億7,800万円！ 

コラム コラム 

令和2年2月号 
第1113号 20 令和2年2月号 

第1113号 21



　12月1日の日曜日、名鉄ハイキングに参加し
ました。今回は「歴史あるまち笠松とイベント
盛りだくさん年1回の『ぎふ市場まつり』コース」
で、名鉄笠松駅前を出発し、笠松町内を通り、
その後北進して、名鉄岐阜駅に向かう約9㎞
の行程です。 
　午前8時前から多くの人が、まずは歴史未
来館や杉山邸をめざし、笠松駅前をスタート
しました。私は、午前9時前に笠松駅前でコー
ス地図を受け取り、スタートしました。 
　フラット「おかしょく」前では、岐阜工業高等
学校生徒のおもてなしがありました。また、歴
史未来館前では町の名産品などの展示や販
売が行われ、杉山邸では美濃縞の織物実演
や干支展が催されるなど、歴史あるまち笠松
とおもてなしの心をアピールする場になってい

ました。その後は、西に進んで西笠松駅前を
通り、美笠通に出て、北進しました。 
　おりしも、この日は笠松町内一斉清掃が実
施され、笠松町内を抜けるまで、道路やその
周辺が整備されており、気持ちよく歩くことが
できました。 
　約2時間半をかけて、ゴールの名鉄岐阜駅
にたどり着きましたが、周りの景色や風景を味
わい人々の温かさにふれながら歩くことの心
地よさを感じました。とくに笠松町内では強く
感じましたが、きっと参加者の多くがそう感じ
たのではないかと思います。 
　こういった笠松人の心をもっとアピールでき
るとよいと思います。 

　がんは、今や私たちの身近な病気です。が
んで死亡する確率は、男性が4人に1人、女性
が7人に1人であり、平成29年度に笠松町で死
亡された人のうち、4人に1人はがんで亡くなっ
ています。 
　部位別罹患数を見てみると、男性は胃がん、
女性は乳がんが多く、がんの罹患年齢は男女
ともに50歳代から増加し、年齢を重ねるごとに
高くなります。 
　がんはかつて不治の病と言われましたが、
現在は医学の発展に伴い、がんと診断されて
も早期の段階で治療を開始できれば、生存率
が高いがんも多くあります。また、早期発見・早
期治療により、今までと変わらない生活を送る
ことができます。 
　早期発見のためには、定期的にがん検診を
受けることが重要です。笠松町の過去5年間

のがん検診で、85人にがんが発見されました。 
健康な生活を送るために、「自分には関係ない」
と思うのではなく、まずは検診を受けることから
始めましょう。皆さんのお申込みをお待ちして
います。 

～がん体験者からのメッセージ～ 
　地域の集団検診を受診し、がんが発見さ
れました。悲しみに暮れる家族の姿を見て、
自分がしっかりしないと！という気持ちになりま
した。しかし、実際に治療が始まると、毎日の
生活が辛く、逃げ出したくなるほどでした。 
　辛い入院生活の中、友人や仕事仲間、家
族の言葉に支えられ、なんとか退院を迎える
ことができました。 
　元気なうちは、「自分には関係ない」と思っ
ていたがん検診でしたが、あの時検診を受
けていて良かったと思います。がんの治療は
辛く大変なものでしたが、生きていること、食
事ができることの幸せを実感しています。 
　自分のためにも、大切な人のためにも、ま
ずは検診を受けることから始めてほしいです。 

c健康介護課　蕁388‐7171

ごみを減量すれば、処理経費
が削減でき、バスや防災対策
など他の事業にお金を使うこ
とができるよ 

ごみ減量・環境配慮・経費削減のため 
今すぐ始めよう！ 

　資源化（リサイクル）は、ごみを単純処
理するより費用がかかります。発生抑制（リ
デュース）と再利用（リユース）を優先的
に始めましょう！ 
・マイバック、マイバスケットを持参する 
・最後まで使い切る 
・使い捨て商品は買わない 
・詰め替え商品を利用する 
・フリーマーケットを利用する 

■家庭系燃えるごみの出し方 
・午前7時から8時までに、各町内会の決め

られた集積所へ出しましょう。 
・透明または半透明の袋に「家庭用ごみ処

理券」を貼り付けて出しましょう。 
・ごみ処理券が不足した

時は、役場、松枝公民館、
総合会館で配布してい
ます。 

c環境経済課　蕁388‐1114

生ごみの水切りも忘れずに！ 

3（月）.4（火）.5（水）.6（木）.7（金） 
17（月）.18（火）.19（水）.20（木）.21（金） 

2/6 CCNにて笠松けいば全レースを放送!2/6 CCNにて笠松けいば全レースを放送!
2/6（木） 第37回 ウインター争覇（SPⅢ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

2月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

　令和元年度岐阜県統

計功労者表彰式が、11月

27日に岐阜県庁で行われ

ました。この表彰は、多年

にわたり各種統計調査員

として従事された功績に

対し贈られたもので、町内

の統計調査に尽力し受賞

されたのは次の方です。 

　江本 元子さん（大池町） 総務大臣表彰 
　松原 由美さん（北及） 経済産業大臣表彰 
 

　なお、町では、国勢調査をはじめとした各種

統計調査に従事していただく統計調査員を募

集しています。詳しくは、16ページをご覧いただ

くか、企画課にお問合せください。 

c企画課　蕁388‐1113

統計功労者として表彰されました 

江本 元子さん 

■ごみ処理費用トップ5（平成30年度） 
可燃ごみの焼却処分 
資源とごみの収集 
県外処理施設への運搬 
可燃ごみの積替え 
資源ごみの中間処理処分 

2億2,200万円 
9,500万円 
7,900万円 
7,000万円 
5,700万円 

ごみを 
減らしましょう 

処理には 
多額の税金が使われます 

ちょっと実行 ずっと健康 

みんなのヘルスケア 
がん検診を受けましょう！ 

道徳のまち笠松の 

ささえ合い通信 No.52
名鉄ハイキングに参加して 

町のごみ処理費は、なんと年間 

5億7,800万円！ 

コラム コラム 

令和2年2月号 
第1113号 20 令和2年2月号 

第1113号 21



内　容 日（曜日） 受付時間 場所 内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、2月13日（木）までに福祉健康センター（蕁388‐7171）へお申込みください。 

　c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、 
　前もって役場にご確認ください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日 医療機関 

2 

9 

11 

16 

23 

24

サンライズクリニック 

吉田胃腸科 

渡辺小児科 

赤座医院上印食診療所 

伊藤内科 

杉山内科医院 

所　在 

岐南町野中 

笠松町門前町 

岐南町八剣 

岐南町上印食 

笠松町上本町 

笠松町奈良町 

電　話 

247‐3322 

387‐2217 

246‐8882 

247‐2626 

387‐2257 

388‐3600

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

秋田歯科医院 

いいだ歯科 

はる歯科クリニック 

西垣歯科クリニック 

おがわ歯科クリニック 

さくら歯科 

所　在 

岐南町三宅 

笠松町東金池町 

岐南町みやまち 

笠松町北及 

岐南町徳田 

笠松町門間 

電　話 

247‐1196 

387‐3646 

273‐2300 

387‐5900 

242‐9666 

387‐9114

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児健康診査・
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 
離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（帝王切開の話） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

19日（水） 

13日（木） 

27日（木） 

17日（月） 

21日（金） 
26日（水） 

4日（火） 
21日（金） 

4日（火） 

21日（金） 
20日（木） 

13：10～13：50 

13：00～13：50 

9：20～9：40 

9：20～9：30 
9：50～10：00 
9：30～11：00 

13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

ふれあい広場 
～脳元気編～ 

ふれあい広場 
～音楽編～ 

5日（水） 

19日（水） 

12日（水） 

26日（水） 

6日（木） 

20日（木） 

5日（水） 

12日（水） 

26日（水） 

7日（金） 

21日（金） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

13：30

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

福祉健康 
センター 

納税納付／納期限3月2日（月） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
PayB（ペイビー）でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

国民健康保険税 

後期高齢者医療保険料 

介護保険料 

保育料（0～2歳児） 

放課後児童クラブ利用料 

8期分 

8期分 

9期分 

2月分 

2月分 

・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

各種相談窓口 子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

法律相談・ 
悩みごと相談 

5日（水） 
19日（水） 

13：00～15：00 福祉会館 

消費生活相談 
3日（月） 

17日（月） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

※相談を希望される方は、12：45までに福
祉会館へお越しください。相談者が7人以
上の場合は抽選で相談者を決定します。 

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。相
談を希望される方は、2月13日（木）までに
お電話でお申込みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　（円城寺）　石原 明　（八幡町） 
千村 ゆかり（東陽町）　安藤 隆　（北　及） 
纐纈 英子　（田　代）　岩村 雅人（門　間） 
森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

14日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日 
～金曜日 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日 
～金曜日 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

健康相談 

4日（火） 
18日（火） 
21日（金） 
26日（水） 

10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30 
10：30～11：30

福祉健康センター 
下羽栗会館 
福祉健康センター 
福祉会館 

育児相談・ 
マタニティ相談 

4日（火） 
18日（火） 
21日（金） 
25日（火） 

9：30～11：00 
13：30～14：30 
13：00～14：30 
10：30～11：30

福祉健康センター 
下羽栗会館 
福祉健康センター 
第一保育所 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

20日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

身体障がい者 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 
14日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

♪親子で楽しむ人形劇♪ 
2月25日（火）　午前10時～11時 
第一保育所 

乳幼児とその保護者 
※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、

相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 
※車でお越しの方は、笠松中央公民館駐車場

をご利用ください。 
cこども館　蕁388‐0811

2月のカレンダー 

図書室からのお知らせ 

笠松中央公民館 
28日（金） 
松枝公民館 総合会館 

■今月のお休み 

笠松中央公民館 
8日（土）　10：30～ 

■今月のおはなしかい 

編集後記 

町施設のご案内 

■役場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

● 
● 
● 

第11回笠松力検定 2月13日（木） 
笠松町いきいき福祉大会 2月18日（火） 
笠松町文化協会 
創立30周年記念シンポジウム 

「木曽川を再びこの手に」 2月26日（水） 
※番組は都合により変更される場合があります。 

地デジ 12ch　放送時間（月）～（金） 7：45～ ほか 

笠松町の身近な話題をお伝えするCCNのニュース番組 

エリアトピックス 

（令和2年4月から「こども館」に変更します） 

チャンネルCCN 

2月の番組案内 

　出初式の取材中、杉山邸前で分列行進を見
送る着物姿の皆さんに遭遇。聞くと、この日は表
千家「日比野社中」
さんの初釜だった
そうです。こんな光
景が身近に溶け込
んでいるって素敵
だなぁと感じました。 

 
日 時  
場 所  

対 象 者  

令和2年2月号 
第1113号 22 令和2年2月号 

第1113号 23



内　容 日（曜日） 受付時間 場所 内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、2月13日（木）までに福祉健康センター（蕁388‐7171）へお申込みください。 

　c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、 
　前もって役場にご確認ください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日 医療機関 

2 

9 

11 

16 

23 

24

サンライズクリニック 

吉田胃腸科 

渡辺小児科 

赤座医院上印食診療所 

伊藤内科 

杉山内科医院 

所　在 

岐南町野中 

笠松町門前町 

岐南町八剣 

岐南町上印食 

笠松町上本町 

笠松町奈良町 

電　話 

247‐3322 

387‐2217 

246‐8882 

247‐2626 

387‐2257 

388‐3600

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

秋田歯科医院 

いいだ歯科 

はる歯科クリニック 

西垣歯科クリニック 

おがわ歯科クリニック 

さくら歯科 

所　在 

岐南町三宅 

笠松町東金池町 

岐南町みやまち 

笠松町北及 

岐南町徳田 

笠松町門間 

電　話 

247‐1196 

387‐3646 

273‐2300 

387‐5900 

242‐9666 

387‐9114

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児健康診査・
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 
離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（帝王切開の話） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

19日（水） 

13日（木） 

27日（木） 

17日（月） 

21日（金） 
26日（水） 

4日（火） 
21日（金） 

4日（火） 

21日（金） 
20日（木） 

13：10～13：50 

13：00～13：50 

9：20～9：40 

9：20～9：30 
9：50～10：00 
9：30～11：00 

13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

ふれあい広場 
～脳元気編～ 

ふれあい広場 
～音楽編～ 

5日（水） 

19日（水） 

12日（水） 

26日（水） 

6日（木） 

20日（木） 

5日（水） 

12日（水） 

26日（水） 

7日（金） 

21日（金） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

13：30

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

福祉健康 
センター 

納税納付／納期限3月2日（月） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
PayB（ペイビー）でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

国民健康保険税 

後期高齢者医療保険料 

介護保険料 

保育料（0～2歳児） 

放課後児童クラブ利用料 

8期分 

8期分 

9期分 

2月分 

2月分 

・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

各種相談窓口 子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

法律相談・ 
悩みごと相談 

5日（水） 
19日（水） 

13：00～15：00 福祉会館 

消費生活相談 
3日（月） 

17日（月） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

※相談を希望される方は、12：45までに福
祉会館へお越しください。相談者が7人以
上の場合は抽選で相談者を決定します。 

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。相
談を希望される方は、2月13日（木）までに
お電話でお申込みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　（円城寺）　石原 明　（八幡町） 
千村 ゆかり（東陽町）　安藤 隆　（北　及） 
纐纈 英子　（田　代）　岩村 雅人（門　間） 
森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

14日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日 
～金曜日 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日 
～金曜日 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

健康相談 

4日（火） 
18日（火） 
21日（金） 
26日（水） 

10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30 
10：30～11：30

福祉健康センター 
下羽栗会館 
福祉健康センター 
福祉会館 

育児相談・ 
マタニティ相談 

4日（火） 
18日（火） 
21日（金） 
25日（火） 

9：30～11：00 
13：30～14：30 
13：00～14：30 
10：30～11：30

福祉健康センター 
下羽栗会館 
福祉健康センター 
第一保育所 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

20日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

身体障がい者 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 
14日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

♪親子で楽しむ人形劇♪ 
2月25日（火）　午前10時～11時 
第一保育所 

乳幼児とその保護者 
※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、

相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 
※車でお越しの方は、笠松中央公民館駐車場

をご利用ください。 
cこども館　蕁388‐0811

2月のカレンダー 

図書室からのお知らせ 

笠松中央公民館 
28日（金） 
松枝公民館 総合会館 

■今月のお休み 

笠松中央公民館 
8日（土）　10：30～ 

■今月のおはなしかい 

編集後記 

町施設のご案内 

■役場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

● 
● 
● 

第11回笠松力検定 2月13日（木） 
笠松町いきいき福祉大会 2月18日（火） 
笠松町文化協会 
創立30周年記念シンポジウム 

「木曽川を再びこの手に」 2月26日（水） 
※番組は都合により変更される場合があります。 

地デジ 12ch　放送時間（月）～（金） 7：45～ ほか 

笠松町の身近な話題をお伝えするCCNのニュース番組 

エリアトピックス 

（令和2年4月から「こども館」に変更します） 

チャンネルCCN 

2月の番組案内 

　出初式の取材中、杉山邸前で分列行進を見
送る着物姿の皆さんに遭遇。聞くと、この日は表
千家「日比野社中」
さんの初釜だった
そうです。こんな光
景が身近に溶け込
んでいるって素敵
だなぁと感じました。 

 
日 時  
場 所  

対 象 者  

令和2年2月号 
第1113号 22 令和2年2月号 

第1113号 23



　令和元年中に、国民年金や厚生年金を受
け取られた方に、年金の金額や源泉徴収さ
れた所得税額などをお知らせする「令和元
年分公的年金等の源泉徴収票」が日本年
金機構より1月中旬に発送されました。源泉
徴収票は、所得税の確定申告の際に必要と
なりますので大切に保管してください。 
　万が一、源泉徴収票を紛失してしまった場
合は次の方法で再交付の手続きができます。 
◆電話での再交付申請 
　お手元に基礎年金番号がわかるものを用
意し、ねんきんダイヤルへご連絡ください。2
週間ほどで日本年金機構から郵送されます。 

ねんきんダイヤル　蕁0570‐05‐1165 
（050で始まる電話でおかけになる場合は 
蕁03‐6700‐1165） 

◆「ねんきんネット」による再交付申請 
　「ねんきんネット」から再交付の申請ができ
ます。 

「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォン
から各種書類の再交付申請をするだけでは
なく、ご自身の年金情報を確認することもでき
るサービスです。ご利用には登録が必要で
すので、詳しくは 

ナビダイヤル　蕁0570‐058‐555 
（050で始まる電話でおかけになる場合は 
蕁03‐6700‐1144） 
へお問合せください。 

ご注意ください！ 
　厚生労働省、日本年金機構または市区町
村の職員を名乗る「なりすまし」による不審
電話の事例が報告されています。日本年金
機構職員などが電話で口座番号、暗証番号、
マイナンバーなどをお聞きすることはありません。

「なりすまし」による被害にご注意ください。 

c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161 
　住民課　蕁388‐1115

国民年金 「令和元年分公的年金等の源泉徴収票」が発送されました 

あったかい言葉を通して、あったかい学校、あったかい地域に 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　「いっしょに食べよう。みんなで食べたほう
がおいしいよ」「がんばりすぎないで」「僕が
やるよ」「しあわせだよ」－これらは昨年度の「あ
ったかい言葉かけ運動」のリーフレットなどで
紹介された言葉です。 
　この「あったかい言葉かけ運動」は平成
19年度にスタートし、「いじめをしない！させな
い！許さない！」をキーワードに、「子どもの居
場所と絆づくり県民運動」として行われてい
ます。 
　今年度は、「あったかい言葉かけ県民運動」
と名称を変更し、作品を募集したところ、郡内
では、全小中学校から、保護者や地域の方
の作品も含めて、合計3,574点の応募があり
ました。応募票には、言葉とともに、その言葉
にまつわるエピソードが添えられています。 
　郡内から応募された作品を紹介します。 

「いっしょにがんばろう」 
　わたしが宿題をしている時です。ちょっと
難しい問題があったので、ずっと一人で考え

ていました。本当は自分でお母さんに「教えて」
と言えばいいと分かっているのですが、なぜ
だか言えずにとうとう泣いてしまいました。そ
んな時に、お母さんが「いっしょにがんばろう」
と言って、一生懸命教えてくれました。そのお
かげで100点をとることができました。お母さ
んには本当に感謝しています。 
　こうした言葉とエピソードにふれると、まさに
心があったかくなります。同時に、言葉がもつ
心を動かす力を実感します。 
　各学校では、「あったか言葉」や「ポカポカ
言葉」を大切にしていこうとする取り組みなど
も行われています。 
　「あったかい言葉かけ県民運動」を含め、
こうした心に響く言葉を大切にする取り組み
を積み重ねていけば、あったかい学校になり、
さらに広がっていけば、あったかい地域社会
につながるのではないでしょうか。 
　今日も元気に「おはよう」、そして、素直に「あ
りがとう」 
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　令和元年中に、国民年金や厚生年金を受
け取られた方に、年金の金額や源泉徴収さ
れた所得税額などをお知らせする「令和元
年分公的年金等の源泉徴収票」が日本年
金機構より1月中旬に発送されました。源泉
徴収票は、所得税の確定申告の際に必要と
なりますので大切に保管してください。 
　万が一、源泉徴収票を紛失してしまった場
合は次の方法で再交付の手続きができます。 
◆電話での再交付申請 
　お手元に基礎年金番号がわかるものを用
意し、ねんきんダイヤルへご連絡ください。2
週間ほどで日本年金機構から郵送されます。 

ねんきんダイヤル　蕁0570‐05‐1165 
（050で始まる電話でおかけになる場合は 
蕁03‐6700‐1165） 

◆「ねんきんネット」による再交付申請 
　「ねんきんネット」から再交付の申請ができ
ます。 

「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォン
から各種書類の再交付申請をするだけでは
なく、ご自身の年金情報を確認することもでき
るサービスです。ご利用には登録が必要で
すので、詳しくは 

ナビダイヤル　蕁0570‐058‐555 
（050で始まる電話でおかけになる場合は 
蕁03‐6700‐1144） 
へお問合せください。 

ご注意ください！ 
　厚生労働省、日本年金機構または市区町
村の職員を名乗る「なりすまし」による不審
電話の事例が報告されています。日本年金
機構職員などが電話で口座番号、暗証番号、
マイナンバーなどをお聞きすることはありません。

「なりすまし」による被害にご注意ください。 

c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161 
　住民課　蕁388‐1115

国民年金 「令和元年分公的年金等の源泉徴収票」が発送されました 

あったかい言葉を通して、あったかい学校、あったかい地域に 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　「いっしょに食べよう。みんなで食べたほう
がおいしいよ」「がんばりすぎないで」「僕が
やるよ」「しあわせだよ」－これらは昨年度の「あ
ったかい言葉かけ運動」のリーフレットなどで
紹介された言葉です。 
　この「あったかい言葉かけ運動」は平成
19年度にスタートし、「いじめをしない！させな
い！許さない！」をキーワードに、「子どもの居
場所と絆づくり県民運動」として行われてい
ます。 
　今年度は、「あったかい言葉かけ県民運動」
と名称を変更し、作品を募集したところ、郡内
では、全小中学校から、保護者や地域の方
の作品も含めて、合計3,574点の応募があり
ました。応募票には、言葉とともに、その言葉
にまつわるエピソードが添えられています。 
　郡内から応募された作品を紹介します。 

「いっしょにがんばろう」 
　わたしが宿題をしている時です。ちょっと
難しい問題があったので、ずっと一人で考え

ていました。本当は自分でお母さんに「教えて」
と言えばいいと分かっているのですが、なぜ
だか言えずにとうとう泣いてしまいました。そ
んな時に、お母さんが「いっしょにがんばろう」
と言って、一生懸命教えてくれました。そのお
かげで100点をとることができました。お母さ
んには本当に感謝しています。 
　こうした言葉とエピソードにふれると、まさに
心があったかくなります。同時に、言葉がもつ
心を動かす力を実感します。 
　各学校では、「あったか言葉」や「ポカポカ
言葉」を大切にしていこうとする取り組みなど
も行われています。 
　「あったかい言葉かけ県民運動」を含め、
こうした心に響く言葉を大切にする取り組み
を積み重ねていけば、あったかい学校になり、
さらに広がっていけば、あったかい地域社会
につながるのではないでしょうか。 
　今日も元気に「おはよう」、そして、素直に「あ
りがとう」 
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後藤 優心 
ご  とう  ゆ う  し ん  

（米野） 
くん 

平成31年2月2日生 
松山竜吾・百恵さんの子 

松山 日咲 
まつ  や ま に  こ  

（円城寺） 
ちゃん 

平成31年2月9日生 
松淵康友・理奈さんの子 

松淵 奏太郎 
まつ  ぶ ち  そ う  た  ろう  

（西金池町） 
くん 

にこにこ笑顔が可愛い螢 
笑顔の溢れる優しい子になってね
螢螢 

笑顔の素敵なにこちゃん螢 
これからもニコニコ笑顔で周りを 
明るくしてね！ 

いつも笑顔のそうちゃん！ 
これからも元気いっぱい育ってね。 

平成31年2月20日生 
橋清孝・香奈江さんの子 

橋 香穂里 
た か  は し  か  ほ  りか  

（北及） 
ちゃん 

平成31年2月28日生 
島寛司・利菜さんの子 

島 凰世 
た か  しま おう  せ  

（北及） 
くん 

にこにこ笑顔の香穂里ちゃん。 
お兄ちゃんと仲良く元気に育ってね。 

いつもにこにこ笑顔螢 
元気いっぱい優しい男の子に育っ
てね！ 

平成31年2月3日生 
後藤辰平・美憂さんの子 

今月の1枚 

応募期限　2月28日（金） 
応募方法 
企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 
E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・
住所・コメント（40字程度）・電話番号を記載し、写真を添付し
たメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください 

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

　阪神淡路大震災の発生から25年となった1月17日、
笠松中学校の3年生による防災教室が笠松中学校で
行われました。 
　この教室は、広島復興研修において、原爆の被害を
受けながらも人々の生命と財産を守るために力を尽く
した方々の思いを知った生徒らが、「防災」という切り
口で地域の安心・安全に貢献したいと企画したものです。 
　教室では、地域住民や下級生に向けて、災害への
備えや心構えについて実演などを交えながら楽しく解
説しました。 
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特集　ハタチの門出 
税の申告はお早めに 
第4回定例議会議決結果 
Information Box　町からのお知らせ 
令和2年度健康診査申込調査票（　　　　） 

　天候が心配された「新成人の集い」でしたが、当

日は晴れ間も見られ、新成人の皆さんの晴れ着も笑

顔も輝く1日に。皆さんの素敵な立ち姿に、撮影して

いるこちらも背筋がピンと伸びる気がしました。 
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「こんにちはコーナー」 
赤ちゃん（平成31年4月生まれ）募集 
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